
7 第 10 款 2 項 1 目 12節　委託料

委託担当 資源循環局

業務課　計画係 隈元　彩

045-671-2551

設 計 書

1 委　　託　　名 粗大ごみ収集運搬業務委託（南西部地区）

2 履　行　場　所 港南区、戸塚区、泉区

3 履行期間 ■ 期間

又は期限

□ 期限 令和 年 月 日

4 契約区分 ■ 確定契約 □ 概算契約

5 その他特約事項 なし

6 現　場　説　明 ■ 不要

□ 要 （ 月 日 時 分 場所 ）

7 委　託　概　要

　家庭から排出される粗大ごみについて、収集運搬を

行います。

　また、粗大ごみとして収集したもののうちリユース

できるものは、リユース品搬入施設へ運搬します。

令和 年度

連絡先 担当者名
受付
番号

種目番号

歳出

電　　話

令和７年６月１日　から　令和８年５月31日　まで

一般会計



　８　部　　分　　払

　■　す　　 る　（１２回以内）

□ し な い

※金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額。

※税抜き総額の12分の１を１月分の金額とし、小数点以下は切り捨てとする。

※税抜き総額との差額分が生じた場合は５月分の部分払で調整する。

委 託 代 金 額
￥

内　　訳

￥

消費税及び地方消費税相当額

￥

業　 務　 価　 格

横　浜　市　資　源　循　環　局

１２月

１月

２月

３月

４月

５月

部　　分　　払　　の　　基　　準

業務内容 履行予定月 金額

粗大ごみ収集運搬業務
（南西部地区）

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月



内　　訳　　書

粗大ごみ収集運搬業務委託（南西部地区）

直接人件費 A

現場責任者 1 式

運転手兼作業員 1 式

作業員 1 式

収集計画作成責任者 1 式

粗大ごみ受付システム
管理責任者

1 式

直接物品費 B

   消耗品等 1 式

車両（小型破砕車） 1 式

車両（平ボディ車） 1 式

車両（軽四輪車） 1 式

燃料（小型破砕車） 1 式

燃料（平ボディ車） 1 式

燃料（軽四輪車） 1 式

車両管理費 1 式

端末経費 1 式

直接業務費 C （A+B)

業務管理費 1 式 D 

業務原価 E （C+D)

一般管理費 1 式 F 

業務委託費 G （E+F)

消費税等相当額 H  (G*10%)

業務委託料 I  (G+H)

※概算数量の場合は、数量及び金額を（　　）で囲む。

金　　額
（円）

摘　　要名 称 形状寸法等 数　量 単　位
単　価

（円）
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廃 棄 物 処 理 委 託 契 約 約 款 

 

（総則） 

第１条 委託者及び受託者は、この約款（契約書を含む。以

下同じ。）に基づき、設計図書（別添の設計書、仕様書、

図面、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書を

いう。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この

契約（この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約

をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受託者は、契約書記載の契約の履行を履行期間内に全部

完了（設計図書に定めがある場合は、契約の履行の目的物

の引渡しを含む。以下同じ。）し、委託者は、その契約代

金を支払うものとする。 

３ 履行方法その他契約を履行するために必要な一切の手段

については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場

合を除き、受託者がその責任において定める。 

４ 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏ら

してはならない。この契約が終了した後も同様とする。 

５ この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解

除は、書面により行わなければならない。 

６ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる

言語は、日本語とする。 

７ この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円と

する。 

８ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる

計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計

量法（平成４年法律第51号）に定めるものとする。 

９ この約款及び設計図書における期間の定めについては 

民法（明治29年法律第89号）及び商法（明治32年法律第48

号）の定めるところによるものとする。 

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

11 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、

委託者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。 

12 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委

託者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代

表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して

行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体

のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受

託者は、委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行

為について当該代表者を通じて行わなければならない。 

（内訳書及び工程表） 

第２条 受託者は、この契約書を提出する際に設計図書に基

づいて、内訳書を作成し、委託者に提出しなければならな

い。ただし、別添の設計書に内訳を記載することによりこ

れに代えることができる。 

２ 受託者は、この契約締結後５日（横浜市の休日を定める

条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定す

る本市の休日を除く。）以内に、設計図書に基づいて、工

程表を作成し、委託者に提出しなければならない。ただし、

委託者が必要がないと認めたときは、省略することができ

る。 

３ 内訳書及び工程表は、委託者及び受託者を拘束するもの

ではない。 

（着手届出） 

第３条 受託者は、この契約締結後５日（横浜市の休日を定

める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規

定する本市の休日を除く。）以内に、契約履行着手届出書

を、委託者に提出しなければならない。ただし、委託者が

必要がないと認めたときは、省略することができる。 

（権利義務の譲渡等の制限） 

第４条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第

三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に

供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を

得た場合は、この限りでない。                          

２ 受託者は、契約の履行の目的物並びに材料のうち第11条

第２項の規定による検査に合格したもの及び第32条第４項

の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に

譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供して

はならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場

合は、この限りでない。                              

（著作権の譲渡等）                            

第５条 受託者は、契約の履行の目的物が著作権法（昭和45

年法律第48号）第２条第１項第１号に規定する著作物（以

下この条において「著作物」という。）に該当する場合に

は、当該著作物に係る受託者の著作権（著作権法第21条か

ら第28条までに規定する権利をいう。）を当該著作物の引

渡時に委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、受託

者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作

権は、受託者に留保するものとし、この著作物を改変、翻

案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、

当該著作権の引渡時に受託者が当該権利の一部を委託者に

無償で譲渡することにより、委託者と受託者の共有とする

ものとする。                      

２ 委託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当するとし

ないとにかかわらず、当該契約の履行の目的物の内容を受

託者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該契

約の履行の目的物が著作物に該当する場合には、受託者が

承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した

氏名を変更することができる。                               

３ 受託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当する場合

において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のために

その内容を改変しようとするときは、その改変に同意する

ものとする。また、委託者は、契約の履行の目的物が著作

物に該当しない場合には、当該契約の履行の目的物の内容

を受託者の承諾なく自由に改変することができる。                  

４ 受託者は、契約の履行の目的物（契約を履行する上で得

られた記録等を含む。）が著作物に該当するとしないとに

かかわらず、委託者が承諾した場合には、当該契約の履行

令和２年４月 
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の目的物を使用又は複製し、また、第１条第４項の規定に

かかわらず当該契約の履行の目的物の内容を公表すること

ができる。                                       

５ 受託者は、第１項ただし書の規定により共有となった著

作物を第三者に提供する場合においては、あらかじめ、委

託者の承諾を得なければならない。この場合において、承

諾の内容は、委託者と受託者とが協議して定める。                      

６ 委託者は、受託者が契約の履行の目的物の作成に当たっ

て開発したプログラム（著作権法第10条第１項第９号に規

定するプログラムの著作物をいう。）及びデータベース（

著作権法第12条の２に規定するデータベースの著作物をい

う。）について、受託者が承諾した場合には、別に定める

ところにより、当該プログラム及びデータベースを利用す

ることができる。                                     

７ 受託者は、次条第１項ただし書の規定により第三者に委

任し、又は請け負わせる場合には、前各号に定める規定を

当該第三者が遵守するように必要な措置を講じなければな

らない。  

（一括委任又は一括下請負の禁止） 

第６条 受託者は、契約の履行の全部又は主たる部分を一括

して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただ

し、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りで

ない。 

２ 受託者は、契約の履行において下請負契約を締結した場

合は、下請負人の商号又は名称その他委託者の定める事項

を、すみやかに委託者に通知しなければならない。     

（特許権等の使用）                             

第７条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権そ

の他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利（以下

「特許権等」という。）の対象となっている材料、履行方

法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負

わなければならない。ただし、委託者がその材料、履行方

法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象

である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らな

かったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要し

た費用を負担しなければならない。                                

（特許権等の発明等）                           

第８条 受託者は、契約の履行に当たり、特許権等の対象と

なるべき発明又は考案をした場合には、委託者に通知しな

ければならない。                                   

２ 前項の場合において、当該特許権等の取得のための手続

及び権利の帰属等に関する詳細については、委託者と受託

者とが協議して定めるものとする。                           

（現場責任者等）                              

第９条 受託者は、この契約の履行に当たり、現場責任者を

定め、契約締結後５日（横浜市の休日を定める条例(平成3

年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定する本市の休

日を除く。）以内に、その氏名その他必要な事項を委託者

に通知しなければならない。現場責任者を変更した場合も

同様とする。 

２ 現場責任者は、この契約の履行に関して従事者を指揮監

督するものとする。                              

３ 受託者は、この契約の履行の着手前に、契約の履行に従

事する者の氏名その他必要な事項を委託者に通知しなけれ

ばならない。 

（監督員） 

第９条の２ 委託者は、監督員を置いたときは、その氏名

を受託者に通知しなければならない。監督員を変更した

ときも、同様とする。ただし、市長、水道事業管理者又

は交通事業管理者が、それぞれの権限（他の者に委任し

ている場合は、当該受任者の権限を含むものとする。）に

属する契約について特に定めた場合には、その氏名を受

託者に通知しなくてよいものとする。 

２ 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの

約款に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が

必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に

定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 

(1) この契約の履行についての受託者又は受託者の現場

責任者に対する指示、承諾又は協議 

(2) この契約の履行の進捗の確認、設計図書の記載内容

と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査 

３ 委託者は、２人以上の監督員を置き、前項の権限を分

担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限

の内容を、監督員にこの約款に基づく委託者の権限の一

部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、

受託者に通知しなければならない。 

４ 委託者が監督員を置いたときは、受託者は、この約款

に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除につい

ては、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して

行うものとする。この場合においては、監督員に到達し

た日をもって委託者に到達したものとみなす。 

５ 委託者が監督員を置かないときは、この約款に定める

監督員の権限は、委託者に帰属する。 

（履行の報告）                                

第10条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契

約の履行について、委託者に報告しなければならない。         

（材料の品質、検査等）                          

第11条 受託者は、設計図書に品質が明示されていない材料

については、中等の品質を有するものを使用しなければな

らない。                                      

２ 受託者は、設計図書において委託者の検査（確認を含む。

以下この条において同じ。）を受けて使用すべきものと指

定された材料については、当該検査に合格したものを使用

しなければならない。この場合において、検査に直接必要

な費用は、受託者の負担とする。                          

３ 委託者は、受託者から前項の検査を求められたときは、

当該請求を受けた日から７日以内に、これに応じなければ

ならない。                                       
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（支給材料及び貸与品）                          

第12条 委託者から受託者に支給する材料（以下「支給材料

」という。）及び貸与する機械器具（以下「貸与品」とい

う。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び

引渡時期は、設計図書に定めるところによる。               

２ 委託者は、支給材料又は貸与品を受託者の立会いの上、

委託者の負担において、検査して引き渡さなければならな

い。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、

品質、規格又は性能が設計書の定めと異なり、又は使用に

適当でないと認めたときは、受託者は、遅滞なく、その旨

を委託者に通知しなければならない。                            

３ 受託者は、材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、当

該引渡しを受けた日から７日以内に、委託者に受領書又は

借用書を提出しなければならない。                      

４ 委託者は、受託者から第２項後段の規定による通知を受

けた場合において、必要があると認められるときは、当該

支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸

与品を引き渡し、又は支給材料若しくは貸与品の品名、数

量、品質、規格若しくは性能を変更しなければならない。       

５ 委託者は、前項の規定にかかわらず、受託者に対して、

その理由を明示して、当該支給材料又は貸与品の使用を求

めることができる。                                 

６ 委託者は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸

与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又

は引渡時期を変更することができる。                  

７ 委託者は、前３項の場合において、必要があると認めら

れるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損

害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならな

い。    

８ 受託者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意を

もって保管しなければならない。                     

９ 受託者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当

該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関して契約

の内容に適合しないもの（第２項の検査により発見するこ

とが困難であったものに限る。）があり、使用に適当でな

いと認めたときは、直ちに、その旨を委託者に通知しなけ

ればならない。この場合においては、第４項、第５項及び

第７項の規定を準用する。                                 

10 受託者は、契約の履行の全部の完了、設計図書の変更等

によって不用となった支給材料又は貸与品を、設計図書に

定めるところにより、委託者に返還しなければならない。       

11 受託者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅

失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったと

きは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原

状に復し、又は損害を賠償しなければならない。             

12 受託者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に

明示されていないときは、委託者の指示に従わなければな

らない。 

（設計図書に不適合な場合の措置等）                

第13条 受託者は、契約の履行が設計図書に適合しない場合

において、委託者が、再履行その他の措置を請求したとき

は、これに従わなければならない。                      

２ 委託者は、前項の不適合が委託者の指示による等委託者

の責めに帰すべき理由による場合であって、必要があると

認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託

者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければな

らない。       

（条件変更等）                               

第14条 受託者は、契約の履行に当たり、次の各号のいずれ

かに該当する事実を発見したときは、直ちに、その旨を委

託者に通知し、その確認を求めなければならない。                

 (1) 設計図書の表示が明確でないこと（設計書、図面、仕

様書、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書

が交互符合しないこと、並びに設計図書に誤り又は漏れ

があることを含む。）。                      

 (2) 履行場所の形状、地質、湧水等の状態、履行上の制約

等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実

際の履行場所の状態が一致しないこと。            

 (3) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期

することのできない特別の状態が生じたこと。       

２ 委託者は、前項の確認を求められたとき、又は自ら同項

各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、

直ちに、調査を行わなければならない。ただし、受託者が

立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに調査

を行うことができる。                                    

３ 委託者は、前項の規定による調査について、受託者の意

見を聴いた上、当該調査の結果（これに対して執るべき措

置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。）をと

りまとめ、当該調査の終了後14日以内に、受託者に通知し

なければならない。ただし、委託者は、当該期間内に受託

者に通知することができないやむを得ない理由があるとき

は、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延

長することができる。    

４ 前項の調査の結果、第１項各号に掲げる事実が委託者及

び受託者によって確認された場合において、必要があると

認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書を

訂正し、又は変更しなければならない。                   

 (1) 第１項第１号に該当し    委託者が行う。   

、設計図書を訂正する場 

合 

 (2) 第１項第２号又は第３    委託者が行う。            

号に該当し、設計図書を 

変更する場合で、契約の 

履行の内容の変更を伴う 

もの 

 (3) 第１項第２号又は第３    委託者と受託者とが協 

  号に該当し、設計図書を    議して行う。 

変更する場合で、契約の 
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履行の内容の変更を伴わ 

ないもの 

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更を行った場合

において、委託者は、必要があると認められるときは履行

期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたと

きは必要な費用を負担しなければならない。                 

（設計図書の変更）                             

第15条 委託者は、前条第４項に定めるものを除くほか、必

要があると認めるときは、設計図書の変更の内容を受託

者に通知して、設計図書を変更することができる。この

場合において、委託者は、必要があると認められるとき

は履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及

ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（代替方法等の提案）                           

第16条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的

に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案した

ときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計

図書等の変更を提案することができる。                    

２ 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合に

おいて、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を

受託者に通知しなければならない。                          

３ 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場

合において、必要があると認められるときは、履行期間又

は契約代金額を変更しなければならない。               

（契約の履行の一時中止）                        

第17条 履行場所等の確保ができない等のため又は暴風、豪

雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災その他の自然

的若しくは人為的な事象（以下「天災等」という。）であ

って受託者の責めに帰すことができないものにより、契約

の履行の目的物等に損害を生じ、若しくは履行場所の状態

が変動したため、受託者が契約を履行できないと認められ

るときは、委託者は、契約の履行の一時中止の内容を直ち

に受託者に通知して、契約の履行の全部又は一部を一時中

止させなければならない。                                   

２ 委託者は、前項に定めるものを除くほか、必要があると

認めるときは、契約の履行の全部又は一部を一時中止させ

ることができる。                                

３ 委託者は、前２項の規定により契約の履行を一時中止さ

せた場合において、必要があると認められるときは履行期

間又は契約代金額を変更し、受託者が契約の履行の続行に

備え履行場所を維持し、又は従事者、機械器具等を保持す

るための費用等の契約の履行の一時中止に伴う増加費用を

必要としたときその他受託者に損害を及ぼしたときは必要

な費用を負担しなければならない。 

（履行期間の延長） 

第18条 受託者は、その責めに帰すことができない理由によ

り履行期間内に業務を完了することができないときは、そ

の理由を明示した書面により、委託者に履行期間の延長を

請求することができる。 

２ 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、

必要があると認められるときは、履行期間を延長しなけれ

ばならない。委託者は、その履行期間の延長が委託者の責

めに帰すべき理由による場合においては、契約代金額につ

いて必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及

ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。                       

（履行期間の短縮等）                           

第19条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必

要があるときは、受託者に対して、履行期間の短縮を求め

ることができる。                                   

２ 委託者は、この約款の他の条項の規定により履行期間を

延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長

する履行期間について、受託者に通常必要とされる履行期

間に満たない履行期間への変更を請求することができる。                   

３ 前２項の場合において、委託者は、必要があると認めら

れるときは契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼした

ときは、必要な費用を負担しなければならない。 

（履行期間の変更の方法）                        

第20条 第12条第７項（同条第９項後段において準用する場

合を含む。）、第13条第２項、第14条第５項、第15条、第16

条第３項、第17条第３項、第18条第２項又は前条第１項若

しくは第２項の規定による履行期間の変更については、委

託者と受託者とが協議して定める。ただし、当該協議の開

始の日から14日以内に当該協議が成立しない場合には、委

託者は、履行期間を変更し、受託者に通知するものとする。         

２ 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意

見を聴いて定め、受託者に通知する。 

（契約代金額等の変更の方法） 

第21条 第12条第７項（同条第９項後段において準用する場

合を含む。）、第13条第２項、第14条第５項、第15条、第16

条第３項、第17条第３項、第18条第２項又は第19条第３項

の規定による契約代金額の変更については、契約締結時の

価格を基礎として、委託者と受託者とが協議して定める。

ただし、協議開始の日から21日以内に当該協議が成立しな

い場合には、委託者は、契約代金額を変更し、受託者に通

知するものとする。              

２ 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意

見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。                 

３ 第12条第７項（同条第９項後段において準用する場合を

含む。）、第13条第２項、第14条第５項、第15条、第17条第

３項、第18条第２項、第19条第３項、第23条第４項、第24

条ただし書又は第30条第３項の規定により委託者が負担す

る費用の額については、委託者と受託者とが協議して定め

る。                     

（賃金又は物価の変動に基づく契約代金額の変更）        

第22条 委託者又は受託者は、契約期間内で委託契約締結の

日から12月を経過した後に、日本国内における賃金水準又

は物価水準の変動により契約代金額が不適当となったと認

めたときは、相手方に対して契約代金額の変更を請求する
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ことができる。 

２ 委託者又は受託者は、前項の規定による請求があったと

きは、変動前委託代金額（契約代金額から当該請求時の履

行済部分に相応する委託代金額を控除した額をいう。以下

この条において同じ。）と変動後委託代金額（変動後の賃

金又は物価を基礎として算出した変動前委託代金額に相応

する額をいう。以下この条において同じ。）との差額のう

ち、変動前委託代金額の1,000分の15を超える額につき、

契約代金額の変更に応じなければならない。 

３ 変動前委託代金額及び変動後委託代金額は、請求のあっ

た日を基準とし、物価指数等に基づき委託者と受託者が協

議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内

に当該協議が成立しない場合には、委託者は、変動前委託

代金額及び変動後委託代金額を定め、受託者に通知する。 

４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により契約代

金額の変更を行った後、再度行うことができる。この場合

においては、同項中「委託契約締結の日」とあるのは、「

直前のこの条に基づく契約代金額変更の基準とした日」と

読み替えるものとする 

５ 特別な要因により履行期間内に主要な材料の日本国内に

おける価格に著しい変動を生じ、契約代金額が不適当とな

ったときは、委託者又は受託者は、契約代金額の変更を求

めることができる。                     

６ 予期することのできない特別の事情により、履行期間内

に日本国内において急激なインフレーション又はデフレー

ションを生じ、契約代金額が著しく不適当となったときは、

委託者又は受託者は、前項の規定にかかわらず、契約代金

額の変更を求めることができる。                       

７ 前２項の規定による請求があった場合において、当該契

約代金額の変更については、委託者と受託者とが協議して

定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該

協議が成立しない場合には、委託者は、契約代金額を変更

し、受託者に通知するものとする。                                 

８ 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意

見を聴いて定め、受託者に通知する。                        

（臨機の措置）                                

第23条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めると

きは、臨機の措置を執らなければならない。この場合にお

いて、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、

委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむ

を得ない事情があるときは、この限りでない。                 

２ 受託者は、前項の場合においては、その執った措置の内

容について委託者に直ちに通知しなければならない。           

３ 委託者は、災害の防止その他契約の履行上特に必要があ

ると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を執ること

を請求することができる。                             

４ 受託者が第１項又は前項の規定により臨機の措置を執っ

た場合は、当該措置に要した費用のうち、受託者が契約代

金額の範囲内において負担することが適当でないと認めら

れる部分については、委託者がこれを負担する。                 

（一般的損害）                               

第24条 契約の履行について生じた損害（次条第１項又は第

２項に規定する損害を除く。）は、受託者の負担とする。

ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由によ

り生じたもの（設計図書に定めるところにより付された保

険によりてん補された部分を除く。）については、委託者

がこれを負担しなければならない。                        

（第三者に及ぼした損害）                        

第25条 契約の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、

次項に定める場合を除き、受託者がその損害を賠償しなけ

ればならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰

すべき理由により生じたもの（設計図書に定めるところに

より付された保険によりてん補された部分を除く。）につ

いては、委託者がこれを負担しなければならない。ただし、

受託者がその材料又は指示が不適当であることを知りなが

らこれを通知しなかったときは、この限りでない。               

２ 契約の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、

地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害（設

計図書に定めるところにより付された保険によりてん補さ

れた部分を除く。）を及ぼしたときは、委託者がその損害

を負担しなければならない。ただし、その損害のうち契約

の履行につき受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったこ

とにより生じたものについては、受託者がこれを負担しな

ければならない。                                    

３ 前２項の場合その他契約の履行について第三者との間に

紛争を生じた場合においては、委託者と受託者とが協議し

てその処理解決にあたるものとする。                         

（契約代金額の変更に代える設計図書の変更）          

第26条 委託者は、第12条第７項（同条第９項後段において

準用する場合を含む。）、第13条第２項、第14条第５項、第

15条、第16条第３項、第17条第３項、第18条第２項、第19

条第３項、第22条第１項、第５項若しくは第６項、第23条

第４項、第24条又は第30条第３項の規定により契約代金額

を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特

別の理由があるときは、変更すべき契約代金額又は負担す

べき費用の全部又は一部に代えて設計図書を変更すること

ができる。この場合において、設計図書の変更の内容は、

委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の

日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者

は、設計図書の変更の内容を定め、受託者に通知するもの

とする。                              

２ 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意

見を聴いて定め、受託者に通知する。                        

（中間検査）                                 

第27条 受託者は、契約の履行に関し、委託者が必要と認め

るときは、契約の履行の完了前に、受託者の立会いの上、

委託者の検査を受けなければならない。この場合において、

検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、
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委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分につ

いては、委託者がこれを負担しなければならない。                              

２ 中間検査の実施の期日及び場所は、委託者と受託者とが

協議して定める。                                       

３ 受託者は、中間検査の期日までに、当該検査に係る準備

を完了しなければならない。                        

４ 受託者は、正当な理由なく中間検査に立ち会わなかった

ときは、中間検査の結果について異議を申し出ることがで

きない。                                     

（完了検査）                                 

第28条 受託者は、契約の履行の全部が完了したときは、遅

滞なく、その旨を委託者に通知しなければならない。          

２ 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その

日から起算して10日以内に、受託者の立会いの上、契約の

履行の全部の完了を確認するための検査を完了しなければ

ならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、

受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失によ

り、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負

担しなければならない。                                       

３ 受託者は、契約の履行の内容が前項の規定による検査に

合格しないときは、直ちに、必要な措置を執った上、委託

者の検査を受けなければならない。この場合においては、

必要な措置の完了を契約の履行の全部の完了とみなして前

２項の規定を適用する。                              

（契約代金の支払）                            

第29条 受託者は、前条第２項（同条第３項後段の規定によ

り適用される場合を含む。第３項において同じ。）の規定

による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を

請求することができる。      

２ 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その

日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければなら

ない。                                       

３ 委託者がその責めに帰すべき理由により前条第２項に規

定する期間内に検査をしないときは、その期限を経過した

日から検査をした日までの日数は、前項の期間（以下この

項において「約定期間」という。）の日数から差し引くも

のとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の

日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の

日数を超えた日において満了したものとみなす。 

（消費税等率変動に伴う契約代金額の変更） 

第29条の２ 消費税法（昭和63年法律第108号）等の改正等

によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手

続を行うことなく、相当額を加減したものを契約代金額と

する。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税

等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱い

に従うものとする。                     

（完了検査前の使用）                           

第30条 委託者は、第28条第２項の規定による検査前におい

ても、契約の履行の目的物の全部又は一部を受託者の承諾

を得て使用することができる。                         

２ 前項の場合においては、委託者は、その使用部分を善良

な管理者の注意をもって使用しなければならない。         

３ 委託者は、第１項の規定による使用により受託者に損害

を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。      

（前金払）                                  

第31条 受託者は、別に定めるところにより、前払金の支払

を委託者に請求することができる。                      

（部分払及び部分検査）                         

第32条 受託者は、契約の履行の全部の完了前に、履行済部

分に相応する契約代金額について、次項以下に定めるとこ

ろにより、委託者に対して、部分払を請求することができ

る。    

２ 部分払の回数及び時期は、あらかじめ委託者の指定する

ところによる。                                 

３ 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじ

め、当該請求に係る契約の履行の完了部分の確認を委託者

に請求しなければならない。                           

４ 委託者は、前項の規定による確認の請求があったときは、

当該請求を受けた日から起算して10日以内に、受託者の立

会いの上、設計図書に定めるところにより、当該確認をす

るための検査を行わなければならない。この場合において、

検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、

委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分につ

いては、委託者が負担しなければならない。                       

５ 受託者は、契約の履行の内容が前項の規定による検査に

合格しないときは、直ちに、必要な措置を執った上、委託

者の検査を受けなければならない。この場合においては、

必要な措置の完了を契約の履行の全部の完了とみなして前

２項の規定を適用する。                              

６ 受託者は、第４項の規定による検査に合格したときは、

委託者に部分払を請求することができる。この場合におい

て、委託者は、当該請求があった日から起算して30日以内

に部分払金を支払わなければならない。                       

（部分払金の不払に対する契約の履行の中止）           

第33条  受託者は、委託者が前条の規定に基づく支払を遅延

し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわら

ず支払をしないときは、契約の履行の全部又は一部の履行

を一時中止することができる。この場合においては、受託

者は、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。              

２ 委託者は、前項の規定により受託者が契約の履行を中止

した場合において、必要があると認められるときは履行期

間若しくは契約代金額を変更し、又は受託者が契約の履行

の続行に備え履行場所を維持し若しくは従事者、機械器具

等を保持するための費用その他の契約の履行の一時中止に

伴う増加費用を必要とし若しくは受託者に損害を及ぼした

ときは必要な費用を負担しなければならない。                     

（契約不適合責任）                              

第34条 委託者は、契約の履行の目的物が種類、品質又は数
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量に関して契約の内容に適合しないもの（以下、「契約不

適合」という。） であるときは、受託者に対して当該契約

不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を求め

ることができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を

要するときは、委託者は、当該履行の追完を求めることが

できない。 

２ 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負

担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と

異なる方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項の場合において、委託者が相当の期間を定めて

履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がない

ときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減

額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金

の減額を請求することができる。 

 (1) 履行の追完が不能であるとき。 

 (2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示し

たとき。 

(3) 契約の履行の目的物の性質又は当事者の意思表示に

より、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契

約をした目的を達することができない場合において、受

託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定

による催告をしても履行の追完を受ける見込みがない

ことが明らかであるとき。                                  

（委託者の催告による解除権）                               

第35条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期

間内に履行がないときは、この契約を解除することができ

る。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履

行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りではない。                

 (1) 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎ

ても着手しないとき。                        

 (2) 廃棄物その他の物品等の収集において、正当な理由な

く、仕様書に定めた時刻に業務が終了しないことが継続

的に生じているとき。                        

 (3) 第９条に規定する現場責任者を設置しなかったとき。 

 (4) 正当な理由なく、第34条第１項の履行の追完がなされ

ないとき又は同条第３項に規定する代金の減額がなされ

ないとき。 

 (5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

（委託者の催告によらない解除権） 

第36条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。 

(1) 第４条の規定に違反し、この契約により生ずる権利又

は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はそ

の権利を担保に供したとき。 

(2) この契約の履行の全部を完了させることができないこと

が明らかであるとき。 

(3) 受託者がこの契約の履行の全部の完了を拒絶する意思を

明確に表示したとき。 

(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者

がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示

した場合において、残存する部分のみでは契約をした

目的を達することができないとき。 

(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の

日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目

的を達することができない場合において、受託者が履

行をしないでその時期を経過したとき。 

(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行を

せず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を

達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明

らかであるとき。 

(7) 契約の履行に当たって法令の規定により必要な許可又は

認可等を失ったとき。 

(8) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第４条第１号

から第３号に定める基準に適合しなくなったとき。 

(9) 受託者がこの契約に違反し、その違反により市民または

第三者に対し著しく迷惑や損害を与えた、又は信頼を

損なう結果を招いたと認められる場合。 

(10) 前９号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、委託

者が是正を勧告しても、違反が解消されないとき。 

(11) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められ

る相当の理由があるとき。 

(12) 第39条又は第40条の規定によらないで契約の解除を申

し出たとき。 

(13) 受託者が第44条の２第１項各号のいずれかに該当した

とき。 

第36条の２ 委託者は、神奈川県警察本部長からの通知又

は回答により、受託者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、この契約を解除することができる。 

(1) 横浜市暴力団排除条例（平成23年12月横浜市条例第

51号。以下、本条において、「条例」という。）第２条

第２号に規定する暴力団（以下、「暴力団」という。）、

条例第２条第４号に規定する暴力団員等（以下、「暴力

団員等」という。）、条例第２条第５号に規定する暴力

団経営支配法人等又は条例第７条に規定する暴力団員

等と密接な関係を有すると認められる者であるとき。 

(2) 神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例第

75号）第23条第１項又は第２項に違反している事実が

あるとき。 

(3) 受託者が、この契約に関して、下請負契約又は資材、

原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方

が第１号又は第２号のいずれかに該当することを知り

ながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

(4) 受託者が、この契約に関して、第１号又は第２号の

いずれかに該当する者を下請負契約又は資材、原材料
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の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（第

３号に該当する場合を除く。）に、委託者が受託者に対

して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなか

ったとき。 

(5) 受託者が、この契約に関して、第１号又は第２号の

いずれかに該当する者に契約代金債権を譲渡したとき。 

２ 受託者が共同企業体の場合にあっては、前項の規定は

その構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用

する。 

３ 第１項の規定により、委託者が契約を解除した場合に

おいては、受託者は、契約代金額の10分の１に相当する

額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなけ

ればならない。ただし、地方自治法第234条の３に基づく

長期継続契約においては、この条における契約代金額を、

契約代金の総額と読み替える。 

４ 前項の場合において、受託者が共同企業体であるとき

は、構成員は、連帯して委託者に支払わなければならな

い。 

（委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第37条 第35条又は第36条各号に定める場合が委託者の責

めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、

前２条の規定による解除をすることができない。 

（委託者の任意解除権） 

第38条 委託者は、契約の履行が完了しない間は、第35条、

第36条及び第36条の２に規定する場合のほか、必要がある

ときは、この契約を解除することができる。                           

（受託者の催告による解除権）                               

第39条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相

当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行

がないときは、この契約を解除することができる。ただし、

その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約

及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この

限りではない。   

（受託者の催告によらない解除権）       

第40条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、

直ちにこの契約を解除することができる。 

 (1) 第15条の規定により設計図書を変更したため契約代金

額が３分の２以上増減（消費税等率の変動に伴う金額の

増減は含まない。）したとき。                

 (2) 第17条の規定によるこの契約の履行の中止が履行期間

の10分の５（履行期間の10分の５が６月を超えるときは、

６月）を超えたとき。ただし、中止が契約の履行の一部

のみの場合は、その一部を除いた他の部分の契約の履行

が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除さ

れないとき。                            

 (3) 委託者がこの契約に違反し、その違反によってこの契

約の履行が不可能となったとき。 

２ 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合に

おいて、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請

求することができる。             

（受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）  

第41条 第39条又は第40条各号に定める場合が受託者の責め

に帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前二

条の規定による解除をすることができない。   

 （合意解除） 

第42条 委託者は、必要があると認めるときは、第35条から

前条までの規定にかかわらず、契約の相手方と協議して、 

契約の全部又は一部を解除することができる。                            

（解除に伴う措置）                            

第43条 委託者は、第35条、第36条、第36条の２、第39条、

第40条又は第42条の規定によりこの契約が解除された場合

においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査

に合格した部分に相応する契約代金を受託者に支払わなけ

ればならない。この場合において、検査に直接要する費用

は、受託者の負担とする。                         

２ 前項の場合において、第31条の規定による前金払があっ

たときは、当該前払金の額（第32条の規定による部分払を

しているときは、その部分払において償却した前払金の額

を控除した額）を前項の契約の履行の完了部分に相応する

契約代金額から控除する。この場合において、受託者は、

支払済みの前払金になお余剰があるときは、次の各号に定

めるところにより、その余剰金を委託者に返還しなければ

ならない。                                       

(1) 解除が第35条、第    当該余剰金に、前払金の支  

 36条又は第36条の２   払の日から返還の日までの日 

の規定に基づくとき。  数に応じ、契約日における、 

 政府契約の支払遅延防止等に

関する法律（昭和 24 年法律第

256 号）第８条第１項の規定に

基づき財務大臣が決定する率

を乗じて計算した額（計算し

て求めた額の全額が 100 円未

満であるときは全額を、100 円

未満の端数があるときはその

端数を切り捨てるものとす

る。）の利息を付した額       

 (2) 解除が第38条、第    当該余剰額  

39条、第40条又は第 

42条の規定に基づく 

とき。    

３ 受託者は、この契約が解除になった場合において、支給

材料があるときは、第１項の契約の履行の完了部分の検査

に合格した部分に使用されているものを除き、委託者に返

還しなければならない。この場合において、当該支給材料

が受託者の故意又は過失により滅失し、若しくはき損した

とき、その返還が不可能となったとき、又は契約の履行の

完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されていると

きは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返
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還に代えてその損害を賠償しなければならない。                

４ 受託者は、この契約が解除になった場合において、貸与

品があるときは、当該貸与品を委託者に返還しなければな

らない。この場合において、当該貸与品が受託者の故意又

は過失により滅失し、若しくはき損したとき、又はその返

還が不可能となったときは、代品を納め、若しくは原状に

復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなけれ

ばならない。 

５ 受託者は、この契約が解除になった場合において、履行

場所に受託者が所有し、又は管理する材料、機械器具その

他の物件（下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件

及び前２項の材料又は貸与品のうち委託者に返還しないも

のを含む。）があるときは、受託者は、当該物件を撤去す

るとともに、当該履行場所を修復し、取り片付けて、委託

者に明け渡さなければならない。                                 

６ 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の

期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の修復若し

くは取片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わ

って当該物件を処分し、履行場所等の修復若しくは取片付

けを行うことができる。この場合においては、受託者は、

委託者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申

し出ることができず、また、委託者の処分又は修復若しく

は取片付けに要した費用を負担しなければならない。                      

７ 第３項前段又は第４項前段の規定により受託者が支給材

料又は貸与品を返還する場合の期限、方法等については、

次の各号に定めるところによる。                     

 (1) 解除が第35条、第     委託者が定める。 

第36条又は第36条の 

２の規定に基づくと 

き。 

 (2) 解除が第38条、第      受託者が委託者の意見を聴 

  39条、第40条又は第    いて定める。 

  42条の規定に基づく 

とき。 

８ 第３項後段、第４項後段及び第５項の規定により受託者

が執るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託

者の意見を聴いて定めるものとする。 

（委託者の損害賠償請求等） 

第44条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する

場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することが

できる。 

 (1) 受託者の責めに帰すべき理由により履行期間内に契約

の履行の全部を完了することができないとき 

 (2) この契約の履行の目的物に契約不適合があるとき 

(3) 第35条又は第36条の規定により、この契約が解除され

たとき。 

(4) 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行

をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 

２ 前項第１号の損害金の額は、契約代金額に、遅延日数に

応じ、この契約の締結時における国の債権の管理等に関す

る法律施行令 （昭和31年政令第337号）第29条第１項に規

定する財務大臣が定める率（年当たりの割合は、閏(じゅ

ん)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。）

で計算した額を乗じて計算した額（計算して求めた額の全

額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があ

るときはその端数を切り捨てるものとする。）とする。こ

の場合において、委託者が認めた履行済部分に相応する契

約代金額は控除するものとする。ただし、全部の履行がな

されなければ契約の目的が達せられないときは、この限り

でない。なお、遅延日数は、委託者の責めに帰すべき理由

による日数を控除したものとする。また、地方自治法（昭

和22年法律第67号）第234条の３に基づく長期継続契約に

おいては、この条における契約代金額を、履行期間の始期

から履行期間の満了までの契約代金の総額（以下｢契約代

金の総額｣という。）と読み替える。 

３ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者

は、第１項の損害賠償に代えて、契約代金額の10分の１に

相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払

わなければならない。ただし、地方自治法第234条の３に

基づく長期継続契約においては、この条における契約代金

額を、契約代金の総額と読み替える。  

  (1) 第35条又は第36条の規定により契約の履行の全部の完

了前に契約が解除された場合 

  (2) 契約の履行の全部の完了前に、受託者がその債務の履

行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって

受託者の債務について履行不能となった場合 

４ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項

第２号に該当する場合とみなす。 

  (1) 受託者について破産法（平成16年法律第75号）の規定

による破産手続開始の決定があった場合において、同法の

規定により選任された破産管財人 

  (2) 受託者について会社更生法（平成14年法律第154号）

の規定による更生手続開始の決定があった場合において、

同法の規定により選任された管財人 

  (3) 受託者について民事再生法（平成11年法律第225号）

の規定による再生手続開始の決定があった場合において、

同法の規定により選任された再生債務者等 

５ 第１項及び第３項各号に定める場合（第４項の規定によ

り同項各号が第３項第２号に該当する場合とみなされる場

合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして

受託者の責めに帰することができない事由によるものであ

るときは、第１項及び第３項各号の規定は適用しない。 

（談合等不正行為に対する措置） 

第44条の２ 受託者は、この契約に関して、次の各号のいず

れかに該当するときは、該当した時点における契約代金額

の10分の２に相当する額を損害賠償金として委託者の指定

する期間内に支払わなければならない。ただし、地方自治

法第234条の３に基づく長期継続契約においては、この条
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における契約代金額を、契約代金の総額と読み替える。 

(1) 受託者又は受託者を構成事業者とする私的独占の禁止及

び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以

下「独占禁止法」という。）第２条第２項の事業者団体（

以下「受託者等」という。）が、この契約について独占禁

止法第３条又は第８条第１号の規定に違反したとして、受

託者等に対する独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規

定に基づく排除措置命令（以下「排除措置命令」という。

）又は独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の

３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金

の納付命令（以下「納付命令」という。）が確定したとき

（確定した納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定によ

り取り消されたときを含む。）。 

(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納

付命令（独占禁止法第63条第２項の規定により取り消され

たものを含む。次号において同じ。）により、受託者等が、

この契約について独占禁止法第３条又は第８条第１号の規

定に違反する行為があったとされたとき。 

(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により、受託者等に

独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為

があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分

野が示された場合（この契約が示された場合を除く。）に

おいて、当該期間にこの契約の入札（見積書の提出を含む。

）が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野

に該当するものであるとき。 

(4) 受託者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。

）の刑法（明治40年法律第45号）第96条の６又は独占禁止

法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号に規定する刑

が確定したとき。 

２ 前項の規定は、この契約による業務が完了した後におい

ても同様とする。 

３ 第１項に規定する場合において、受託者が共同企業体で

あり、既に解散しているときは、委託者は、受託者の代表

者であった者又は構成員であった者に賠償金を請求するこ

とができる。この場合において、受託者の代表者であった

者及び構成員であった者は、連帯して当該賠償金を支払わ

なければならない。 

（受託者の損害賠償請求等） 

第45条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する

場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することが

できる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取

引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することがで

きない事由によるものであるときは、この限りでない。 

(1) 第38条、第39条又は第40条の規定によりこの契約が解除

されたとき。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をし

ないとき又は債務の履行が不能であるとき。 

２ 委託者の責めに帰すべき理由により、第29条又は第32条

の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受

託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日にお

ける、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年

法律第256号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決

定する率を乗じて計算した額（計算して求めた額の全額が 

100円未満であるときは全額を、 100円未満の端数がある

ときはその端数を切り捨てるものとする。）の遅延利息の

支払を委託者に請求することができる。 

（契約不適合責任期間） 

第46条 受託者が契約の履行の目的物に関して契約の内容に

適合しない目的物を委託者に引き渡した場合において、委

託者がその不適合を知った時から１年以内にその旨を受託

者に通知しないときは、委託者は、その不適合を理由とし

て、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請

求又は契約の解除をすることができない。ただし、受託者

が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によっ

て知らなかったときは、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、委託者の権利の行使ができる

期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕

様書等の定めるところによる。 

３ 前２項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求す

る損害額の算定の根拠等、当該請求等の根拠を示して、委

託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行

う。 

４ 委託者が第１項又は第２項に規定する契約不適合に係る

請求等が可能な期間（以下、この項「契約不適合期間」と

いう。）の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知

した場合において、委託者が通知から１年が経過する日ま

でに前項に規定する請求等をしたときは、契約不適合期間

の内に請求等をしたものとみなす。 

５ 委託者は、第１項又は第２項の請求等を行ったときは、

当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時

効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等を

することができる。 

６ 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失

により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に

関する受託者の責任については、民法の定めるところによ

る。 

７ 第１項の規定は、契約の履行の目的物の契約不適合が支

給材料の性質又は委託者の指示により生じたものであると

きは、委託者は契約不適合を理由として、請求等をするこ

とができない。ただし、受託者がその材料又は指示が不適

当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、

この限りでない。 

（暴力団等からの不当介入の排除） 

第47条 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力

団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく委託者に

報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な

協力をしなければならない。 

２ 受託者は、前項の不当介入を受けたことにより、履行期
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間に遅れが生じるおそれがある場合は、委託者と履行期間

に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期

間に遅れが生じると認められたときは、第18条の規定によ

り、委託者に履行期間延長の請求を行うものとする。 

３ 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員

等からの不当介入による被害を受けた場合には、その旨を

直ちに委託者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄

の警察署に提出しなければならない。 

４ 受託者は、前項の被害により履行期間に遅れが生じるお

それがある場合は、委託者と履行期間に関する協議を行わ

なければならない。その結果、履行期間に遅れが生じると

認められたときは、第18条の規定により、委託者に履行期

間延長の請求を行うものとする。                        

（相殺）                                    

第48条 委託者は、この契約に基づいて委託者が負う債務を

この契約又は他の契約に基づいて受託者が負う債務と相殺

することができる。 

（概算契約） 

第49条 この契約書に概算契約である旨の記載がある契約（

以下この条において「概算契約」という。）にあっては、

設計図書記載の数量及び契約書記載の契約代金額は概算で

あり、増減することがある。この場合にあっては、本市が

支払う金額は、履行期間内の実際の履行数量に契約書又は

内訳書に記載した単価を乗じた金額に消費税及び地方消費

税相当額を加算した額とする。 

２ 概算契約においては、第44条中「契約代金額」は「履行

期間内の実際の履行数量に契約書又は内訳書に記載した単

価を乗じた金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した

額」と読み替える。 

（補則） 

第50条 この約款に定めのない事項については、横浜市契約

規則（昭和39年３月横浜市規則第59号)(水道事業管理者の

権限に属する契約にあっては「横浜市水道局契約規程（平

成20年３月水道局規程第７号）第２条の規定により読み替

えて準用する横浜市契約規則」と、交通事業管理者の権限

に属する契約にあっては「横浜市交通局契約規程（平成20

年３月交通局規程第11号）第２条の規定により読み替えて

準用する横浜市契約規則」と読み替えるものとする。）の

定めるところによるほか、必要に応じて、委託者と受託者

とが協議して定める。                                    

 

 



粗大ごみ収集運搬業務委託 一般仕様書 

 

第１ 用語の定義  

本仕様書、特記仕様書及び別添資料で使用する用語の定義は、「用語の定義」（別添１）のとおりとする。 

 

第２ 業務内容 

本業務は、横浜市一般廃棄物処理実施計画に基づき、横浜市粗大ごみ受付センター（以下「受付センター」と

いう。）が受け付けた横浜市内の一般家庭から排出される粗大ごみを収集し、特記仕様書で指定する施設に運搬す

るものである。 

また、粗大ごみとして収集したもののうちリユースできる粗大ごみは、リユース品搬入施設へ運搬し、リユー

スの促進を図るものである。 

 

第３ 履行場所 

特記仕様書に定める。 

 

第４ 稼動日等 

１ 令和７年６月１日から令和８年５月 31日までの、日曜日及び年末年始業務休止期間（令和７年 12月 31日

から令和８年１月３日）を除く、月曜日から土曜日（祝日を含む）を収集稼働日とする。 

２ 各地域における具体的な収集曜日及び収集地区については、特記仕様書のとおりとするが、申込状況等に

応じて随時変更する。なお、原則として履行地区を「月・木」収集エリア、「火・金」収集エリア「水・土」

収集エリアの３区分に分割し、収集を行うこととする。 

 

第５ 業務従事者 
１ 受託者は、業務を適正に履行するために、業務従事者として求められる能力を確保できるよう業務従事者
に廃棄物の収集運搬業務経験者を配置するよう努めること。 

２ 受託者は、現場責任者、副責任者、収集計画作成責任者及び粗大ごみ受付システム管理責任者（以下、「責
任者」という。）を選任すること。 
また、業務を円滑に行うために、現場責任者及び副責任者には廃棄物の収集運搬業務に１年以上従事した経
験者を選任すること。 

３ 責任者は、本業務委託の専任とする。なお、本業務委託内における責任者の業務の兼務は認めないが、副
責任者は収集運搬作業員を兼務することができる。 

４ 受託者は、粗大ごみ受付システム操作端末（以下「受付端末」という。）を操作する者を選任すること（受
付端末を操作できる者を、以下「システム操作者」という。）。 

５ 業務従事者に求められる能力 
（１） 収集運搬作業員 

ア 共通事項 
（ア）粗大ごみ処理手数料を含む横浜市の分別ルールをよく理解していること。 
（イ）作業にあたり、委託区域の道路網を把握し、円滑に業務を遂行できること。 
（ウ）安全な積載方法や落下防止策等を含めた粗大ごみの収集運搬ルールをよく理解し、適正な収集運搬 

作業ができること。 
（エ）搬入施設での搬入方法及び搬入経路等について理解していること。 
（オ）事故等の発生時に、「事故等発生時における対応について」（別添２）に定める必要な対応が正確に 

できること。 
（カ）苦情を受けた時、事故等又は災害発生時等に的確な対応ができること。 
（キ）「個人情報取扱特記事項」（別添３）を遵守し、適切な取り扱いと管理ができること。 
（ク）親切丁寧に市民応対ができること。 
イ 運転手 

（ア）収集運搬車両の運転及び操作方法について熟知し、横浜市「安全作業マニュアル」（別添４）に従い、 

安全運転及び安全作業ができること。 

（イ）マナーの良い運転及びエコドライブを実施できること。 

ウ 作業助手 

収集運搬車両の運転及び操作方法について熟知し、横浜市「安全作業マニュアル」（別添４）に従い、安

全運転及び安全作業ができること。 

（２） 責任者 

ア 共通事項 

（ア）横浜市資源循環局の取組や、粗大ごみ処理手数料を含む分別ルールをよく理解していること。 

（イ）本業務を確実に履行するために、収集運搬作業員へ適切に指示ができること。 

（ウ）本業務内容及び実施状況について理解し、日々の業務管理ができること。 



（エ）委託区域の道路網や収集ルートを把握し、理解があること。 
（オ）事故等の発生時に、「事故等発生時における対応について」（別添２）に定める必要な対応が正確に 

できること。 
（カ）事故や苦情等の発生時、緊急時及び非常事態発生時等に的確な対応ができること。 

（キ）個人情報の適正な管理と取り扱いができること。 

（ク）親切丁寧に市民応対ができること。 

イ 現場責任者及び副責任者 

収集運搬作業員の労務及び安全衛生等についての管理ができること。 

ウ 収集計画作成責任者 

受付内容及び状況を十分に理解し、収集件数に応じた収集ルートを作成できること。 

エ 粗大ごみ受付システム管理責任者 

（ア）受付センターの業務を十分に理解し、連絡調整できること。 

（イ）受付システムに関する必要な機器の操作・設定の能力及び知識を有すること。 

（３） システム操作者 

個人情報の適正な管理と取扱いができること。 

 

第６ 責任者の責務 

 責任者等が果たさなければならない責務は、次のとおりとする。 

１ 共通事項 

（１） 責任者は、携帯電話等により委託者や受付センターと連絡が取れる体制及び緊急事態発生時等にはすぐ

に現場及び資源循環局業務課等、委託者が指定する場所に行く体制を速やかに整えなければならない。 

（２） 責任者は、本業務の公共的使命の重大性に鑑み、収集運搬作業員の争議・退職・欠勤等に対処できる体

制を整えておくとともに、労務管理を十分に行わなければならない。 

（３） 責任者は、収集運搬作業員の士気高揚、意思統一、連絡事項・注意事項の周知徹底等を図るため、毎朝

必ず収集及び運搬作業の開始前に、その日作業に従事する全収集運搬作業員を集め朝礼を行うとともに、

収集運搬作業員の体調管理にも気を配らなくてはならない。 

（４） 収集申込の受付締切り後に、やむを得ず収集をする必要があると委託者が判断した場合は、収集ルート

に反映させるなど必要な対応を取らなければならない。 

（５） 定められた時間内に業務が開始または終了しない恐れがある場合や開始または終了しなかった場合は、

速やかに委託者へ報告し、その指示に従わなくてはならない。 

（６） 本業務に関する連絡・調整等のため、資源循環局業務課もしくは資源循環局各区事務所へ来庁するよう

指示があった場合は、速やかにその指示に従わなくてはならない。 

（７） 事故や緊急事態発生時等も含め、作業に従事している全収集運搬作業員との連絡が円滑に行われるよう

な体制を整え、受付センター及び委託者からの市民等応対に関する連絡（苦情処理等の直接的な市民等

応対を含む）や作業指示等の情報伝達、収集運搬作業員からの情報収集等を行い、円滑な業務履行に努

めなければならない。 

（８） 受付センターとの連絡・調整は、責任者のみが行わなければならない。 

（９） 責任者は、苦情や事故対応等、市民等と接する場合には親切丁寧な応対に努めなければならない。 

２ 現場責任者 

（１） 収集運搬作業には従事せず、現場総監督者として本業務に関する指揮監督及び一切の事項を処理しなけ

ればならない。 

（２） 「粗大ごみ収集作業日報（車両別）」に記載された内容を確認するとともに、収集作業で使用するために

受付端末から印刷した粗大ごみ収集連絡票等が、収集前の枚数と帰着前の枚数とで一致しているかを確

認しなければならない。 

３ 副責任者 

現場責任者を補佐し、現場責任者が事故等で不在の時にはその職務を代理しなければならない。なお、副

責任者は収集運搬作業員を兼務することもできることとするが、現場責任者の職務を代理する場合は兼務し

てはならない。 

４ 収集計画作成責任者 

家庭から排出される粗大ごみを効率的に収集するための収集ルートの作成のとりまとめを行うとともに、

収集作業報告書等を作成し、委託者へ報告すること。また、当該業務を行うにあたっては、次の（１）から

（７）に定める事項について留意して行わなければならない。 

（１） 地域ごとの排出量や道路状況、搬送距離などを十分考慮し、効率的な収集が実施できるよう各車両のお

およその担当エリアを決めておくなど、あらかじめ収集計画を検討すること。 

 



（２） 収集予定日の前稼働日までに、受付端末から粗大ごみ収集連絡票などを抽出・印刷し、受付内容に応じ

て、効率的に本業務を実施できるよう収集ルートを作成すること。 

（３） 受付端末に登録されている地図情報（道路形態、集積場所、家等）が、業務履行上知り得た情報と異な

る場合は、委託者や受付センターへ新たな地図情報を報告すること。 

（４） 当日の終了時間や作業状況について、委託者から報告を求められた場合はそれに従うこと。 

（５） 収集実績については、収集運搬作業員が記載した「粗大ごみ収集作業日報（車両別）」に基づき、「粗大

ごみ収集作業報告書」を作成し、データファイルにて委託者に提出すること。 

（６） 受付センターから受付内容の取り消しや変更があった場合は、収集日当日を含め、随時、収集ルートに

反映させるなど必要な対応を取ること。 

（７） 粗大ごみ収集作業日報（車両別）」等に基づき、受付端末へ未収集の入力を行うこと。 

５ 粗大ごみ受付システム管理責任者 

（１） 円滑な収集を行うため、受付端末から事前に受付内容を確認し、必要に応じて、受付センターと十分連

絡調整を行うこと。また、受付内容について、受付センターから電話や FAXで連絡や相談があった場合

は速やかに対応すること。なお、連絡調整にあたっては、他の責任者とも調整を行った上で対応しなけ

ればならない。 

（２） 受託者にて設置する受付端末及び周辺機器の操作環境やシステム環境を熟知し、また突発的な機器の故

障や不具合等があった場合に必要な対応を取らなければならない。 

 

第７ 車両及び機材等 

 １ 収集運搬車両 

（１） 車両調達及び仕様 

受託者は、本業務の履行に必要な収集運搬車両を確保すること。なお、必要な収集運搬車両の種類は

特記仕様書で定める。ただし、収集運搬車両の種類について委託者が認める場合は、この限りではない。 

また、収集運搬車両は「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量      

の削減等に関する特別措置法」（通称：「自動車ＮＯｘ・ＰＭ法」）及び「神奈川県生活環境の保全等に関

する条例」に適合した車両であること。 

（２） ドライブレコーダーの設置 

受託者は、全ての収集運搬車両に次の仕様を満たすドライブレコーダーを搭載し、本業務の履行中は

常時録画すること。なお、事故及び労働災害や、苦情等への対応のため、委託者より録画記録の確認、

提出又は保存等の指示があった場合は、その指示に従うこと。 

ア 収集運搬車両の衝撃等を検知し、衝撃のあった前後の映像を上書きから保護する機能を内蔵したもの。 

イ ２日分の業務時間を保存可能な録画容量を確保できるもの 

ウ 10fps以上のフレームレートで録画できるもの 

（３） 受託者名及び業務内容等の明示 

ア 受託者は、収集運搬車両の両側面に受託者名（１文字あたり、縦９cm、横７cm以上とし、横書きでバラ

ンスよく）を明示すること。また、受託者名以外の業者名等が表示されている場合は、消去又は見えない

ようにすること。 

イ 受託者は、収集運搬車両の両側面に業務内容を、車両の前面に委託地区等を表示したものを、それぞれ

委託者が配付する着脱可能なマグネットシート等を用いて、受託者名等に重ならないように明示するこ

と。また、本業務以外の目的で登録車両を使用する場合には、委託者貸与のマグネットシート等を外すこ

と。 

ウ 委託者より横浜市施策の推進・啓発のためのマグネットシート等の配布を受けた場合は、同様に明示す

ること。また、各種マグネットシート等の明示について委託者より指示があった場合はその指示に従うこ

と。 

（４） 収集運搬車両の清潔の保持 

受託者は、常に収集運搬車両の清潔を保持し、収集物が汚れないよう、架装荷箱内や荷台の清掃・洗

浄を受託者の車庫等にて業務履行前後に行うこと。なお、市の施設や搬入施設等の迷惑になる場所を使

用してはならない。 

（５） 保険の加入 

受託者は、契約期間中、全ての収集運搬車両は自動車任意保険に加入すること。なお、自動車任意保

険の補償内容は対人対物無制限とすること。 

（６） 車両塗装 

本業務に使用する車両は、市民等から見て、横浜市が使用する塵芥車と混同しないよう、白と青色の

組み合わせではない色で塗装されていること。また、本業務の公共性を踏まえた塗装とし、車両の塗装

に関して委託者より指示があった場合は、その指示に従うこと。 



２ 機材等 

（１） 収集運搬業務に必要な機材の調達 

受託者は本業務を履行するにあたり必要となる歯止め、箒・塵取、ロープ・幌・板・ネット・毛布、

ドライブレコーダー、デジタルカメラ、携帯電話及び地図などの機材について、自ら調達すること。 

（２） 洗車場所及び車庫等の調達 

受託者は、本業務に使用するすべての車両を洗車できる施設と、適正に維持管理できる場所、朝礼場

所を周辺の環境に配慮し確保すること。また、当該地は横浜市内であることとする。 

（３） 計量カードの貸与 

焼却工場搬入用の計量カードは、「使用車両届出書」及び自動車検査証に基づき、委託者が作成し貸与

するので、粗大ごみを焼却工場に搬入する際には、必ず持参することとし、搬入の際の計量方法は、委

託者の指示に従うこと。なお、計量カードに登録されている車両番号と相違する車両では使用しないこ

と。 

 

第８ 受付システム操作環境等の用意 

１ 受託者、受付センター及び委託者を結ぶ業務連携専用ネットワークを活用し、受付センターが受け付けた

粗大ごみの収集申込情報を受託者においても入手できるようにするため、受託者は委託者が用意する受付シ

ステムを導入すること。なお、そのための設備（ＰＣ機器、回線、その他関連機器）は、他の業務と共用し

ない独立した専用のものとすること。 

２ 受託者は、委託者や受付センターとの連絡調整が行えるよう業務連絡用電話、FAX 及び電子メールを送受

信できる機器（以下「通信機器」という。）を用意すること。また、電子メールアドレスは、本業務専用とし、

フリーメールアドレスの使用は不可とする。なお、通信機器に係るすべての費用については、受託者の負担

とする。 

３ 受付端末を操作できるのは、システム操作者として選定した者のみとする。なお、受付端末を設置する場

所については、委託者が指定する期日までに委託者に報告することとするが、それより以前に報告が可能な

場合は速やかに報告すること。 

４ 受託者において粗大ごみの収集申込情報の抽出や収集結果などを入力するために、委託者が用意する受付

システムをインストールできるよう、受託者が次のＰＣ、その他機器及びＰＣ環境を、本業務の履行開始の

40日前までに用意すること。なお、受付端末（プリンター、用紙・トナー等の消耗品含む）に係るすべての

費用については、受託者の負担とする。また、受付端末用のＰＣを更新する場合や、新規に調達する場合は、

事前に委託者と調整を行うこと。 

（１） ＰＣの基本スペック 

・ＯＳ：Windows 11 Pro 

・ＣＰＵ：Core-i３（TM）以上・メモリ：最低４ GB 以上、８GB以上を推奨 

・ＨＤＤ： 30 GB以上の空き容量 

※OSインストール後の空き容量 

・ディスプレイ：ＦＨＤ（1920×1080）以上、21.5インチ以上（横長タイプ可） 

・ＬＡＮ：100ＢＡＳＥ-ＴＸ以上、ＬＡＮケーブル１本 

※粗大ごみ受付システムに必要なスペック 

（２） 収集運搬作業には従事せず、現場総監督者として本業務に関する指揮監督及び一切の事項を処理しなけ

ればならない。 

（３） その他機器、及びＰＣ環境等 

・プリンター 

印刷方式：レーザー 

印刷速度（モノクロ）：片面印刷時 A4横で 32枚/分、A3縦で 19枚/分以上 

用紙サイズ：A4、A3用紙印刷対応 

対応ＯＳ：Windows 11 Pro 

ＬＡＮ：100ＢＡＳＥ-ＴＸ以上、ＬＡＮケーブル１本 

※専用プリンターとする 

・ネットワーク回線 

ネットワーク回線はＮＴＴ東日本の「アクセス回線にフレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピ   

ードタイプ（回線速度：下り 200Mbpsベストエフォート）小型ＯＮＵ」と「フレッツＶＰＮワイド」の

組み合わせとし、その使用料については、委託者の負担とする。 

なお、回線に接続するＶＰＮルータ(機種：YAMAHA NVR700W)１台を委託者より貸与する。 

受託者は、契約締結後速やかに受付端末使用のためのネットワーク回線敷設等の設備準備について、委

託者と調整すること。 



なお、受付端末のセットアップ費用については委託者の負担とする。ただし、受付端末を設置する建

屋内でのネットワーク回線敷設工事等の受付端末のセットアップ以外の費用については、受託者の負担

とする。 

５ セキュリティ対策 

（１） 受付システムをインストールする前に不必要な他のアプリケーションソフトがＰＣ機器にインストー

ルされていないこと。 

（２） 受付端末設置後、速やかに次の対応をすること。 

・BIOSパスワードの設定 

・ID（Windowsログインアカウント）、パスワードの設定 

・パスワード付スクリーンセーバー（10分以内）の設定 

・受付業務受託者から提供されるウイルス対策ソフトの導入 

（３） 受付端末を設置する場所は、同一場所で本業務と他業務を並行して実施しないよう区切られた施錠でき

る部屋とし、受付端末にはセキュリティワイヤー等により盗難防止措置をすること。 

（４） 受付端末から印刷した個人情報を含む帳票類については、当日の収集時間内及び受託者が用意した社屋

での収集準備作業以外は受付端末が設置された部屋から持ち出さないこと。 

（５） 受付端末に導入したウイルス対策ソフトの更新は、委託者からの指示に従い、随時実施すること。 

（６） 受付端末を操作する人員は必要最小限の人数に限定し、システム操作者以外は操作できないような体制

をとること。 

（７） 受付システムのインストール後は、委託者の許可なく、ＰＣ機器の環境等を変更しないこと。委託者の

許可なく、ＰＣ機器の環境等を変更し不具合が発生した場合は、その解消に係るすべての費用について

は、受託者の負担とする。 

（８） 受付端末にインターネット接続をしないこと。 

（９） 委託者の許可なく、受付端末から記録メディア等にデータの書き込み等は行わないこと。 

６ 受託者は、受付システムに不具合が生じた場合は、速やかに委託者に連絡し、委託者の指示に従い対応す

ること。なお、不具合解消に係るすべての費用については、不具合発生の原因者の負担とする。 

７ 受託者は、停電や電源障害などに対応できるよう無停電電源装置や発電機等を備えること。 

８ 受託者は本業務終了後、委託者の指示に従い速やかに受付システム（ネットワーク回線含む）の廃止に必

要となる作業を実施すること。 

 

第９ 作業上の指示事項 

１ 受付業務との連携 

粗大ごみ業務に係る市民ニーズは、市民が排出した粗大ごみが適正に収集されることによりおおよそ充足

されることになるが、何らかの事情により収集されなかった場合に問題が発生する。 

よって、粗大ごみ業務は、本業務と受付業務が、双方の業務を理解し、緊密な連携をとることが肝要とな

り、受託者は受付業務受託者と相互に協力して、本業務の遂行をはかることとする。また、受託者は受付業

務受託者の受付情報に齟齬等があった場合でも、上記粗大ごみ業務に係る市民ニーズを考慮し、受付業務に

協力することとする。 

２ 申込体制等 

（１） 申込から収集までの日数等 

本業務では、個数によって業務管理を行うこととし、原則として申込日から２週間以内に収集される

よう、申込状況等を考慮して、随時委託者が収集個数を決定することとする。また、１日あたりの基本

収集個数及び稼働予定台数の目安は特記仕様書のとおりとする。なお、本業務の履行開始前に受付セン

ターが受け付けた収集申込については、受け付けた際の収集日等で収集すること。 

（２） 増量期間 

令和７年 11 月から 12 月及び令和８年３月から５月については大幅な受付数の増加が見込まれるた

め、収集個数を増加するものとする。また、これ以外の時期においても、やむを得ず臨時に収集個数を

増加する必要があると委託者が判断する場合があるが、この場合でも業務を履行すること。なお、収集

件数及び収集個数等の増減があった場合でも契約内容に関する変更は行わないこととする。 

（３） 収集個数の変動 

申込状況によって、収集件数及び収集個数は随時変動するため、受付センターで受け付けた粗大ごみ

を確実に収集運搬作業することができる体制を常時整えること。 

（４） 受付の締切り期日 

収集日当日の収集件数・個数は、原則収集日当日の３営業日前の受付分までで締め切ることとする

（例：木曜日に収集する粗大ごみは、当該週の月曜日受付分までで締切り）。 

 



（５） 申込内容の変更及びキャンセル 

受付締切り後も含めて、収集日当日までの間に、申込内容の変更やキャンセルが入るため、受託者は、

受付センター又は委託者からの連絡に基づき、対応すること。 

（６） 通常の収集曜日と異なる収集曜日での受付 

委託者が策定する収集曜日とは異なる曜日でも収集の申込を受け付ける場合があるため、対応するこ

と。 

３ 収集運搬作業 

（１） 基本事項 

   ア 収集開始時刻等 

朝８時から、当日収集予定の粗大ごみについて収集を開始し、当日の各車収集運搬作業の終了まで本

業務の収集運搬作業員及び使用している車両を本業務以外の業務に充ててはならない。なお、朝８時前

の収集運搬作業や申込者への連絡は行わないこと。ただし、地域行事の開催や道路工事等により収集作

業開始時間を早める必要が生じ、委託者が午前８時以前の収集作業開始を指示する場合はその通り対応

すること。 

   イ 作業人員数等 

（ア）受託者は、粗大ごみの収集運搬作業（搬入施設への搬送時を含む）においては、収集運搬車両１台

につき安全作業が確保できるに足る、複数人を乗車させること。また、粗大ごみの重量を勘案した

うえで、収集作業の安全が十分に確保できる人数で作業を行うこと。なお、車両走行中は、収集運

搬車両の後部及び側面に乗車しないこと。 

   （イ）増量期間においても、特記仕様書にて定める時間内に収集及び施設への搬入を行うために、必要に

応じて新たな人員及び車両を確保すること。 

ウ 収集場所等 

受付センターにて受け付けた申込内容に従い、申込者の自宅前又は集積場所などにて収集を行うこと。

また、委託者が軽四輪トラックで走行できると判断した狭あい道路や転回スペースのある袋小路につい

ては、自宅前での収集として受け付けるため、そのように受け付けられた場合は、確実に収集を行うこ

と。なお、転回スペースがない袋小路に設置された集積場所や私有地内等であっても、収集場所として

受け付けることがあるが、この場合でも確実に収集を行うこと。 

エ 収集作業方法等 

（ア）申込情報に基づき、定められた収集日、収集場所に排出されていた粗大ごみについて、次の aから

eにより手数料の納付が確認できる場合は、それらの記載内容及び料金が正しいことを確認したうえで

収集すること。なお、申込情報の収集場所以外で申込者の粗大ごみと推定される粗大ごみを発見した場

合は、その場で責任者に問い合わせ、確認をしたうえで収集すること。 

a 粗大ごみ収集シール（領収日付が押印されているもの）が貼付されている 

b 手数料の支払い方法で電子決済が選択され、決済済みであり、受付番号の記載がある用紙（受付番

号が粗大ごみに直接記載されている場合も含む）が貼付されている 

c 手数料の支払い方法で電子決済が選択され、未決済であり、粗大ごみ収集シール（領収日付が押印

されているもの）が貼付されている 

d 手数料減免対象で、受付番号の記載がある用紙（受付番号が粗大ごみに直接記載されている場合も

含む）が貼付されている 

e 委託者が申込者に指定した用紙が貼付されている 

   （イ）収集場所において、収集日当日の粗大ごみが、他の収集日の粗大ごみや他の家庭ごみ等と混在して

いる場合であっても、確実に収集すること。 

（ウ）駐車車両や工事等で収集に支障が生じる場合には、収集ルートや収集時間を適宜変更し、当日中に

収集を完了させること。 

（エ）平ボディ車や軽四輪トラックで収集した粗大ごみを運搬する際は、ロープ・幌・板等を                     

確実に使用し、落下・飛散を防止すること。また、板等を含むあおりは、高さが地上から３ｍを越

えないように荷台に設置し、積荷はあおりの高さを越えてはならない。ただし、荷台に直接置いた

粗大ごみの高さが地上から３ｍを越える場合を除く。なお、車両のキャビンの上には積載しないこ

と。 

（オ）積み込み作業中は、塀、地面、自動車、植栽等周囲の物を傷つけないよう細心の注意を払うこと。

私道やマンション内の集積場所等の私有地が収集場所となっている場合は、特に注意をし、すでに

周囲の物に傷がついている場合等、後のトラブルにつながる恐れがあると収集運搬作業員が判断し

た際には、その場で責任者に問い合わせ、その指示に従うこと。 

 

 



（カ）ノロウイルスやロタウイルス等、感染症の患者からの粗大ごみの申込があった場合は、受付センタ

ーは申込者が消毒等、感染しないよう処置をしたうえで受け付けるものとし、受託者は感染防止に

留意したうえで収集を行うこと。また、搬入にあたっては、各焼却工場の工場職員、工場破砕機の

運転業務を受託している業者又は誘導員（以下、「工場職員等」という。）に伝えた上で、工場破砕

機への投入ではなく、ピットへ直接投入すること。 

（キ）収集後は、箒・塵取等を使用し、収集場所及びその周囲の清潔を保持すること。 

（ク）積み込みのための解体は、必要最小限にとどめること。やむを得ず解体する場合は、音の軽減を図

るとともに、人通りのある場所を避けるなど場所を選んで実施し、破片が飛散しないよう対策をと

ること。解体後は箒・塵取等を使用して必ず現場の清掃を行い、周囲の清潔を保持すること。 

（ケ）同じ場所に複数品目が出された場合で、同時に収集しないときは、取り残しや取り忘れではないこ

とを案内するため、別途収集する旨の書面等を粗大ごみに貼付し、同日中に収集すること。 

（コ）収集申込時に可燃物として受け付けた粗大ごみで、現場で確認をした際に可燃物よりも金属類が多

く含まれていた場合等、実際の収集区分が申込時の情報と異なる場合は、実際の収集区分として当

日中に収集し適正な処理を行うこと。 

（サ）収集時の未収集や取り残し等の対応 

ａ 収集申込時に指定した場所に粗大ごみが排出されていなかった場合は、未収集時の対応として、

付近の集積場所や周辺を再度確認したうえで、次のとおり対応する。 

（ａ）申込者へ電話連絡又は申込者宅を訪問し、申込者から排出場所を聞き取り、収集すること。 

（ｂ）電話連絡又は訪問した際に申込者が不在であった場合は、留守番電話への登録もしくは指定し

た場所に粗大ごみがなかった旨の書面等を申込者宅へ投函すること。 

（ｃ）訪問時間及び対応状況を書面に記録するとともに、帰着後、「粗大ごみ収集作業日報（車両別）」

で責任者に報告すること。 

ｂ 収集場所に次に記載する粗大ごみが排出されていた場合は、取り残しの対応とする。 

     （ａ）申込者は特定できるが、申込及び受付内容と異なる粗大ごみ 

     （ｂ）粗大ごみ収集シールや受付番号の記載がある用紙、委託者が申込者に指定した用紙が貼られて

いるが、申込者が特定できない粗大ごみ 

     （ｃ）粗大ごみ収集シールや受付番号の記載がある用紙、委託者が申込者に指定した用紙が貼られて

いない粗大ごみ（受付番号が粗大ごみに直接記載されている場合は除く） 

（ｄ）粗大ごみ収集シールに領収印がない粗大ごみ 

     （ｅ）手数料が不足している粗大ごみ（受付センターが誤った案内をした場合を除く） 

（ｆ）手数料の支払い方法で電子決済が選択されており、未決済かつ粗大ごみ収集シール（領収日付

が押印されているもの）も貼付されていない粗大ごみ 

ｃ ｂに掲げている事項については、申込者の粗大ごみであるかどうかを確認するため、申込者に  

電話連絡又は申込者宅を訪問し、申込者の粗大ごみであった場合、収集できない理由、再度申込手

続きを要する旨などを説明し、原則取り残しの対応とする。また、電話連絡又は訪問した際に申込

者が不在の場合は、留守番電話への登録もしくは取り残した理由を明記した書面等を申込者宅へ投

函すること。 

ｄ 取り残した粗大ごみについては、原則として再受付の取り扱いとするが、収集運搬作業中に申込

者等から連絡があった場合、当日中の再収集が可能な場合は、必ず収集を行うこと。また、別途委

託者の指示がある場合は、委託者の指示に従うこと。 

ｅ 申込時の指定場所とは異なる家庭ごみ集積場所などに排出されており、粗大ごみ収集シールから

領収印や氏名などが確認できる場合は、その場で責任者に問い合わせ、その指示に従うこと。 

ｆ 取り残しを行った場合は、訪問時間及び対応状況を書面等に記録するとともに、帰着後「粗大ご

み収集作業日報（車両別）」で責任者に報告する。 

ｇ 未収集や取り残し等の対応で市民等と接する場合は、現場責任者及び収集運搬作業員は、市民等

から理解が得られるように親切丁寧に接し、未収集、取り残し及び再収集の手続等の説明を十分に

行うこと。 

ｈ 申込者に過失がない未収集及び取り残しであったことが判明した場合（申込者の過失が不明の場

合も含む）は、受託者は受付センターからの連絡、又は委託者の指示により速やかにその粗大ごみ

を収集すること。 

ｉ 収集時の未収集や取り残し等について判断に疑義が生じた場合、写真に記録するなどし、その場

で責任者へ問い合わせ、その指示に従うこと。また、責任者は必要に応じて、委託者に報告し、収

集の可否を含め、委託者の指示に従うこと。 

ｊ 留守番電話サービスが未登録かつ転居後で書面等の投函が出来ないなど、全ての手段において申

込者への連絡が取れない場合は委託者の指示により対応を行うこと。 



ｋ 電話連絡の際は、番号を相手方に通知して発信すること。 

l  その他、収集時に不測の事態が生じた場合は、速やかに委託者に連絡して指示に従うこと。 

（シ）粗大ごみの取り忘れへの対応 

粗大ごみが収集日に適正に排出されていたにもかかわらず、取り忘れた場合や収集されていない旨

の連絡が市民等からあった場合（朝８時までに排出されていた事実が速やかに確認できない場合も含

む）には、受託者は受付センターからの連絡又は委託者の指示により、速やかにその粗大ごみを収集

すること。 

４ 搬入作業等 

   搬入施設は特記仕様書にて定める。 

（１） 受託者は、特記仕様書で定める搬入施設毎の搬入時間内で搬入を完了すること。なお、施設の故障、点

検、整備、修繕、又は処理状況等により、搬入施設について委託者の指示があった場合はその指示に従

い、業務を履行することとするが、契約内容に関する変更は行わないこととする。 

（２） 各施設へ搬入する際は、必ず往復計量を実施すること。（委託者から別途指示ある場合を除く）なお、可

燃物を搬入する際は、委託者が貸与する計量カードを必ず持参し、計量カードを用いて往復計量を行う

こと。 

（３） 各施設へ搬入する際は、工場職員等の指示に従うこと。また、他の収集運搬車両等に留意して作業に従

事すること。特に、可燃物を工場破砕機に投入する際には、バッテリー内蔵製品を除けるなど、工場職

員等の指示に従い安全を確保すること。 

（４） 受託者は、特記仕様書で指定する搬入時間内に搬入が終了しないと見込まれる場合には、速やかに委託

者へ必ず連絡して指示に従うこと。ただし、指定する搬入時間内に搬入できない場合でも、当日収集予

定の粗大ごみは、当日中に完全に収集を終了すること。なお、この状況が継続して発生する場合は、委

託者と調整を行ったうえで、解消するために必要な措置を講じること。 

（５） 各施設へ搬入する際、搬入物検査を実施する場合があるが、その際は検査員の指示に従うこと。 

（６） 資源物及び不燃物の収集運搬作業 

ア 資源物及び不燃物の粗大ごみを特記仕様書で指定する施設に搬入する際は、搬入個数や搬入時間、資源

物及び不燃物それぞれの搬入重量まで記載した「粗大ごみ搬入個数等確認書」を同施設の作業員へ提出す

ること。 

イ スプリングマットレス、ソファー、座椅子など、見た目が可燃物であっても製品内部に金属製のスプリ

ングや骨組み等を使用している粗大ごみは、搬入施設でスプリング等を取り外す作業を行うため、平ボデ

ィ車又はそれに準じた車両で収集し、特記仕様書で指定する資源物、不燃物の搬入施設に搬入すること。

なお、見た目でスプリング等の有無が判断できない製品については、製品の裏側を裂くなど(リユース品

除く)、可能な限りスプリングを確認し、適正な施設に搬入すること。また、石油ストーブ、オイルヒー

ターなどを収集する際も車両火災事故を防止するため、平ボディ車又はそれに準じた車両で収集するこ

と。 

ウ バッテリーが取り外せない状態のものを金属ヤードへ搬入する際は、ヤードの作業員へバッテリー内

蔵の搬入物があることを伝えたうえで搬入すること。 

（例）バッテリーがついたままの電動アシスト付自転車など 

（７） フロンガスを使用した粗大ごみの収集運搬作業 

ア フロンガスを使用した粗大ごみについては、特記仕様書で指定するリユース品・フロン使用粗大ごみ

搬入ヤードに搬入すること。なお、その際は、搬入個数や搬入時間、搬入重量まで記載した「粗大ごみ

搬入個数等確認書」をヤードの作業員へ提出したうえで搬入すること。また、搬入施設はリユース品保

管場所と同一施設のため、搬入時はリユース品を傷つけることがないよう十分に気をつけること。 

イ 粗大ごみに含有するフロンガスの回収は、委託者において別途実施するため、収集運搬及び搬入時に

フロンガスが放出されないよう注意すること。 

（８） リユース品の収集運搬作業 

ア リユース品として受け付けた粗大ごみ及びリユース品として受け付けてはいないが、リユースを拒否

する申し出がなく、収集する際にリユースできると判断した粗大ごみについては、リユース品として取

り扱うこととする。ただし、電化製品、自転車、ふとん類のほか、安全面・衛生面等からリユースに適

さない粗大ごみは除くこととする。また、委託者が品目を指定する場合はこれを重点的に搬入するこ

と。 

イ リユース品の毎月の搬入個数及び搬入先については、特記仕様書にて定める。ただし、搬入ヤードの

受け入れ可能個数にすでに達している場合など、委託者の都合により搬入ができない場合はこの限りで

はないが、必ず事前に委託者と調整をすること。また、リユース品を提供するイベント等が多く開催さ

れる時期には、委託者の指示により、リユース品搬入目標個数を増加することとする。 



ウ リユース品の収集運搬時には、風雨対策として幌やパネル車等を使用すること。また、リユース品が

傷まないように、毛布等で包む、重量物の下に置かない等の工夫をすること。 

エ 搬入の際は、必ず特記仕様書に記載された搬入ヤードにて、再使用可能かどうかの確認を受けたうえ

で、搬入個数や搬入時間、搬入重量等を記載した「粗大ごみ搬入個数等確認書」をヤードの作業員へ提

出し、搬入すること。 

オ リユース品として搬入した粗大ごみのうち、再使用できなかった粗大ごみについては、特記仕様書に

記載された搬入ヤードの作業員の指示に従い、リユース品・フロン使用粗大ごみ搬入ヤードから搬出

し、収集区分ごとに特記仕様書で指定する施設へ運搬し、適正に処理を行うこと。 

カ 収集時が雨天の場合、リユース品扱いではなく、通常の粗大ごみとして処理すること。 

（９） 羽毛布団の搬入等 

羽毛布団については委託者にてリサイクルを実施するため、鶴見工場、都筑工場又は旭工場に羽毛

布団を平ボディ車にて収集搬入する場合は、工場職員等の指示に従うこと。なお、羽毛布団を破砕機

付機械車にて収集運搬する場合又は金沢工場へ搬入する場合については、この限りではない。 

（10）大型木材の収集運搬作業 

丸太、枕木、臼等で直径 20cm以上の大型木材は、特記仕様書で指定する大型木材粗大ごみ搬入ヤード

に搬入すること。 

（11）破砕機付機械車を使用する際の注意事項 

ア 畳は、破砕機付機械車では破砕できないため、平ボディ車又はそれに準じた車両で収集し、特記仕様書

で指定する焼却工場の破砕機に搬入すること。 

イ ふとん等を破砕機付機械車で収集し、工場ピットに投入する際は、紐で縛るなど、50cm 未満になるよ

う工夫した上で投入すること。 

ウ 破砕機付機械車で収集した可燃物が、50cm 未満に破砕されていない場合は、特記仕様書で指定する焼

却工場の破砕機に搬入すること。 

エ その他、委託者が別途指定する品目については、委託者の指示に従って処理をすること。 

（12）本項に定めるもののほか、搬入作業について履行期間中に委託者から変更等の指示があった場合は、そ

れに従うこと。 

５ 帰着時及び帰着後の作業等 

（１） 受託者は、交通事故や作業事故等の事故（以下、「事故等」という。）及び労働災害防止のため、車両の

運行開始前点検を毎日必ず行い、確認すること。また、整備不良がないよう収集運搬車両を適正に維持

管理すること。 

（２） 帰着後は、使用した車両の清掃及び点検を行うこと。また、車両ごとに当日収集予定の粗大ごみについ

て収集結果（取り忘れの有無や未収集の対応等を含む。）を確認し、「粗大ごみ収集作業日報（車両別）」

を用いて記録すること。 

（３） 収集運搬作業にあたり、新築の家屋や道路の状況などが、粗大ごみ収集連絡票などに印刷された地図と

異なる場合等、受付時の情報と齟齬があることが判明したものについては、現地の状況を同地図に加筆

し、別途定める「収集結果等報告書」に記録し、帰着後、責任者に報告すること。また、その際は必要

に応じて、受付時と収集時の情報が異なることが分かる写真等の記録を併せて報告するなどの対応をと

ること。 

（４） 「計量伝票」は、「粗大ごみ収集運搬業務委託・計量伝票シート」に伝票の情報が確認できる状態で貼り

付け、業務完了まで適切に保管すること。 

６ その他 

（１） マンション等の集積場所に立ち入るために、収集区の資源循環局事務所から鍵やリモコン等を貸与す

ることがあるので、当該集積場所を収集する際には、必ず持参すること。 

（２） 荒天時の対応 

ア 台風や降雪などの荒天時においても収集できる体制（タイヤチェーン等の車両装備を含む）を構築する

こと。また、荒天時は、当日の作業状況について、業務開始前及び途中経過を委託者に報告し、指示を受

けること。 

イ 道路状況等によりやむを得ず収集作業ができない場合は、原則として受託者が申込者と連絡調整をし、

当初の収集予定日から３日以内に収集を行うこと。 

ただし、連日の荒天や大雪等、当初の収集予定日の翌日以降も収集作業ができない場合は、別途委託者

と調整したうえで対応すること。なお、申込者と再収集予定日を別途調整した場合はこの限りではない。 

ウ 荒天のために収集日を変更した分は、特記仕様書で決定する収集予定数量には含まないこととする。 



（３） 受託者は、収集運搬作業開始前の収集現場待機時、昼食等の休憩時、搬入施設敷地内での搬入待機時等

には原則として使用車両のアイドリングストップを行うこと。 

（４） 収集方法・収集運搬ルート・収集時間等については、地域事情への対応等により配慮が必要な場合があ

るため、その場合には委託者の指示に従うこと。 

 

第 10 作業報告提出書類等 

１ 受託者は、委託業務完了部分確認請求書と次に示す報告書類等を翌月７日（土曜日・日曜日・祝日の場合

は翌開庁日）までに委託者へ提出し、検査を受けること。 

（１） 「粗大ごみ搬入個数等確認書」（委託者控分） 

（２） 「フロンガス使用粗大ごみ搬入報告書」 

（３） 「スプリングマットレス等搬入報告書」 

（４） 「再使用品ヤード搬入等報告書」 

（５） その他、契約締結後委託者が指示する書類 

２ 受託者は、「粗大ごみ収集作業報告書」をデータファイルにて、毎週土曜日までに前週１週間分のまとめた

データを提出すること。 

３ 受託者は、受付センターとの連絡・調整の内容を必要に応じて記録し、委託者から指示があった場合は、

これを提出すること。 

４ 受託者は、収集作業等にて記録した写真及び「収集結果等報告書」について、委託者が指示する場合には

提出すること。また、円滑な受付及び収集体制を整備するために、委託者から期間・場所・記録物の基準等

を指示した場合は、これに従うこと。 

５ 受託者は、本仕様書、廃棄物処理委託契約約款に定めるもののほかに、委託者から収集運搬計画の履行状

況など業務等の報告、又は報告書を求められた場合は、委託者と協議し、遅滞なく速やかに報告、提出する

こと。 

６ 前項の場合において、委託者において必要があると認めた場合には検査を行うが、その際責任者は必ず立

会い、指示に従うこと。 

７ 受託者は、業務履行中に使用した文書について、次のとおり受託業務完了後、ただちに資源化処理し、文

書廃棄報告書及び廃棄証明書類を提出すること。 

（１） 個人情報記載書類 

  ア 対象文書 

受付端末から抽出される「粗大ごみ収集連絡票」、「収集予定一覧表」及び受付センター等との業務で使用

する個人情報が記載された帳票類（以下、「個人情報記載書類」という。）。 

イ 廃棄方法 

   溶解処理又は裁断処理など、個人情報を保護できる方法で資源化すること。 

（２） その他各種報告書類 

ア 対象文書 

運転日報、計量伝票及び各種報告書類等（以下、「その他各種報告書類」という。）。 

イ 廃棄方法 

適切に資源化すること。 

 

第 11 会議の開催 

１ 粗大ごみの受付及び収集運搬業務に必要な情報について、報告及び意見交換を行うため、必要に応じて会

議を開催することとする。 

２ 会議は横浜市職員、受付センターの責任者並びにスーパーバイザー、及び受託者の責任者が出席する。 

３ 会議は委託者が指示した場所で行う。 

４ 受託者は、会議で結論付けされた改善事項等について、本業務に反映させること。 

 

第 12 市民等への対応 

１ 受託者は、本業務の効率的実施と業務の公共性を充分に認識し、常に委託者の業務を請け負っていること

を念頭におき、収集運搬車両の運転や駐停車位置等を十分配慮するとともに、作業に際しては、服装・言葉

づかい・態度等において市民等の信頼を損なわないようにし、市民等への奉仕を心がけること。 

２ 受託者は、いかなる理由があっても、市民等から金品その他の物を収受しないこと。 

３ 受託者が、市民等から本業務に関する作業改善又は苦情等を受けたときは、内容如何に関わらず受託者が

誠意を持って対応すること。また、委託者から指示があればそれに従うこと。なお、対応内容を速やかに書

面にて委託者に報告すること。 



第 13 守秘義務 

１ 受託者は、横浜市の「廃棄物処理委託契約約款」「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」及

び「個人情報取扱特記事項」をいずれも遵守することとする。 

２ 受託者は、業務上知り得た情報に関しては、一切他に漏らさないこと。また、業務上知り得た情報を使用

して、本業務内容以外の他の業務の営業を行ってはならない。 

３ この業務で知り得た情報については、当日の収集時間内及び受託者が用意した社屋での収集準備作業に限

り、必要最小限の情報の持ち出しを可とするが、取り扱いは十分注意し、厳重に管理すること。また、その

他委託者の指示があった場合を除き、一切の個人情報の持ち出し及びＦＡＸや電子メールによる転送を禁じ

る。 

４ 受託者は、業務上知り得た個人情報について、警察、消防などから情報提供を求められた場合、速やかに

委託者に連絡し、委託者の指示に従うこと。 

 

第 14 安全作業 

１ 受託者は、本業務を行うに際しては、横浜市「安全作業マニュアル」（別添４）に準じ、常に安全運転・安

全作業に留意し、事故等及び労働災害の防止に努めること。 

また、過積載とならないよう収集運搬すること。 

 ２ 受託者は、収集運搬作業員等に対し、作業中は常に長袖・長ズボンの作業着（受託者内で統一したものに

限る）・手袋・安全靴・その他業務従事者の安全対策上必要なものを着用させること。 

３ 受託者は、事故等及び労働災害が発生した場合は、直ちに委託者に電話等で報告し、適正な初動対応を行

った上で、事故速報を当日中に提出する（ただし、事故発生時刻が 16時以降の場合、事故速報の提出日につ

いてはこの限りではない。）など「事故等発生時における対応について」（別添２）に基づき適切に対応する

とともに、過失割合にかかわらず関係者に対して誠意を持って対応しなければならない。なお、事故等が発

生した際のドライブレコーダーの録画記録は必ず保存し、提出すること。 

４ 受託者は、事故及び労働災害等の防止のため、安全作業上の問題が発生した場合には、従来の収集運搬作

業員の組み合わせを変更する等、必要な措置を講じること。 

５ 受託者は、損害が生じた際の対応を円滑に行うため、請負業者賠償責任保険に加入すること。 

 

第 15 災害発生時の対応 

１ 受託者は、委託者と協議のうえ、「緊急連絡網」を作成し、緊急時に迅速に対応できるよう危機管理対策に

努めること。 

２ 受託者は、地震、台風等による災害発生時であっても、業務従事者を招集できる体制を確立しておくこと。 

３ 受託者は、災害発生時や避難指示が発令された場合の収集運搬作業等については、委託者の指示に従うこ

と。特に横浜市内で震度５強以上を観測した場合には、速やかに資源循環局業務課又は近隣の資源循環局事

務所に連絡することとし、業務従事者の安否状況、収集運搬車両の被害状況、収集運搬状況及び受託者自身

の会社運営状況等を報告すること。電話等での連絡ができない状況の場合には、翌稼働日の稼動時間前まで

に近隣の資源循環局事務所、又は資源循環局業務課に参集する等して、連絡をとること。 

４ 受託者は、災害発生時には、通常とは異なる収集申込体制が想定されるほか、通常の収集場所とは異なる

場所に粗大ごみが排出されるなど、収集運搬方法や連絡方法を変更する場合があるため、委託者の指示に従

い収集すること。また、搬入場所、搬入時間についても変更する場合があるため、委託者の指示に従うこと。 

５ 受託者は、災害発生時の対応を円滑に行うために委託者が実施する防災訓練について、委託者から指示が

あった場合は協力すること。 

 

第 16 緊急事態発生時の対応 

受託者は、感染症の蔓延等、緊急事態発生時であっても業務の履行が可能な体制を整えること。ただし、

受託者の責めに拠らない理由で収集体制の確立に著しく支障が生じた場合は、委託者と協議のうえ対応する

こと。 

 

第 17 労務管理 

 １ 受託者は、業務従事者の労務管理等にあたって、「労働基準法」、「労働安全衛生法」、「労働者災害補償保険

法」、「健康保険法」、「厚生年金保険法」、「雇用保険法」等の労働関係法規を遵守すること。 

 ２ 受託者は、新規に業務従事者の雇い入れを行う際、雇用対策法に基づき、当該募集及び採用に係る職務の

内容、当該職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度その他の労働者が応

募するに当たり求められる事項をできる限り明示すること。 

 



第 18 業務従事者への研修等 

１ 契約後から業務開始前までの間に、「責任者研修」（受付システム操作研修含む）を行う場合は、責任者の

うち１人以上は必ず研修に参加すること。 

２  受託者は、本業務開始前の２週間を利用して業務従事者に対して研修を実施することとするが、委託者の

指示がある場合は、事前に研修計画を委託者と協議のうえ作成し、提出すること。 

なお、研修開始前までに業務履行に必要な車両及び１台につき複数名以上の収集運搬作業員（予定者）を

確保すること。 

３ 受託者は、適正に業務を行い、事故等及び労働災害を防止するために、業務従事者に対し、本業務開始前

及び委託者から指示があった場合には、次に掲げる研修等を実施し、本業務が円滑に遂行できるようにする

こと。その際、実施内容について、「研修等報告書」を委託者に提出すること。 

   また、本業務に従事する者に対しては、業務開始前に研修修了を義務づけるものとするが、委託者と協議

し、委託者が認めた者は除くこととする。 

   なお、研修については、横浜市職員が立ち会うことにより履行確認する場合もある。 

（１） 安全運転に関すること（道路交通法等含む） 

（２） 安全作業に関すること（機械操作、積載方法、収集場所確認等を含む） 

（３） 事故防止に関すること（過積載防止策、飛散落下防止策等を含む） 

（４） 事故や苦情等への対応について 

（５） 市民応対マナー（未収集や取り残し対応の際の電話の掛け方、訪問方法等を含む） 

（６） 横浜市の分別ルール、ごみの排出方法、粗大ごみ処理手数料 

（７） 「個人情報取扱特記事項」に定める研修 

（８） 緊急事態発生時の対応、連絡体制について 

（９） 搬入施設での計量方法、搬入経路、搬入方法の確認 

（10）擬似収集ルートの作成及び実車走行 

４ 受託者は、契約締結後速やかに委託者と業務履行の調整等を行うこと。 

５ 委託者は必要に応じて、受託者が行う業務従事者の研修の指示をすることができることとする。 

６ 受託者は定期的に業務従事者の市民応対や作業方法等を確認し、必要に応じて個別指導等を行い、応対・

作業品質の向上に努めること。 

７ 研修に係るすべての費用は受託者の負担とすることとする。 

 

第 19 提出書類 

１ 受託者は、委託者が指定する期日までに「車両基地等届出書」と車両保管場所を証明する契約書等の書類

の写しをあわせて委託者に提出すること。なお、提出された書類の内容を確認するため、委託者が立入調査

を行う場合は調査に協力するとともに指示に従うこと。 

２ 受託者は、委託者が指定する期日までに、責任者、収集運搬作業員及びシステム操作者の氏名・職務分担

及び資格等を記載した「業務従事者選定通知書」を委託者へ提出すること。また、収集運搬作業員のうち、

運転手については、「運転免許証の写し」を同期日までに委託者へ提出すること。なお、業務従事者に追加ま

たは変更が生じた場合は速やかに委託者へ報告し、同通知書等を再提出すること。 

３ 受託者は、委託者が指定する期日までに、本業務に使用する車両の車種・車両番号等を記載した「使用車

両届出書」を自動車検査証の写し、任意保険証券の写し及び車両の全体像（車両番号及びドライブレコーダ

ーの搭載を確認できる内容）が分かる写真を添付のうえ、委託者へ提出すること。なお、電子車検証の交付

を受けている場合は、自動車検査証記録事項の写しを提出すること。 

また、車両を追加及び変更する場合は、同届出書等を変更の７日前までに委託者へ提出し、計量カードの

作成及び搬入施設への連絡を依頼すること。ただし、緊急を要する車両の変更等は、委託者へ速やかに申し

出るとともに、書面の提出について委託者の指示に従うこと。 

なお、受託者が、収集運搬作業に使用する車両を本業務以外の目的で使用する場合には、「使用車両届出書」

にその旨を記載し、委託者に届け出ること。 

４ 受託者は、委託者が指定する期日までに、請負業者賠償責任保険証券の写しを委託者へ提出すること。 

５ 受託者は、委託者が指定する期日までに、業務従事者に対して実施した「個人情報取扱特記事項」に定め

る研修の状況について、「研修実施報告書・誓約書」、「研修実施明細書」及び「安全管理措置報告書」を委託

者に提出すること。また、新たな従業員を従事させる場合は速やかに委託者へ報告し、同誓約書及び明細書

を提出すること。 

６ 受託者は、廃棄物処理委託契約約款の通り、次の書類を委託者に提出すること。 

（１） 内訳書（契約締結後速やかに提出すること。ただし、契約書の設計書に内訳の記載がある場合は省略

することができる。） 

（２） 委託業務完了部分確認請求書（毎月７日まで。ただし、土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日） 



（３） 委託契約履行完了届出書（令和８年５月 31日の業務完了後、速やかに提出すること。） 

 

第 20 関係法令 

受託者は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「同施行令」、「同施行規則」、「横浜市廃棄物等の減量化、

資源化及び適正処理等に関する条例」、「同規則」、「道路交通法」、「道路運送車両法」、「個人情報の保護に関

する法律」、「横浜市個人情報の保護に関する条例」、その他関係法規を遵守すること。 

なお、廃棄物処理委託契約約款によるもののほか、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に違反し、行政

処分を受けた場合又は受託者が本業務で収集運搬した粗大ごみを使用した場合や他人に売買又は譲渡した場

合において、委託者はこの契約を解除することができるものとする。 

 

第 21 契約の解除 

   委託者は、廃棄物処理委託契約約款に定める契約の解除に関する規定のほか、受託者が本業務の履行期間

中に横浜市の一般廃棄物収集運業の許可を失った場合は、この契約を解除することができる。 

 

第 22 その他 

１ 受託者は、契約書及び関係法令等を遵守し、適正に業務を履行すること。なお、受託者が本契約に定める

内容を遵守しない又は本業務を適正に履行していないと認められる場合において、委託者より改善の指示を

受けた際は、直ちにその指示に従うとともに、改善状況について報告すること。 

２ 契約締結後から、令和７年５月 31日までの間は準備期間とし、その期間に係るすべての費用は、受託者の

負担とする。 

３ 年度途中に作業内容等が変更となる場合には、委託者と受託者とが事前に協議すること。 

４ 受託者は、業務を行うにあたって、粗大ごみに係る実験の実施など、横浜市の施策に協力すること。 

５ 受託者は、委託者の指示に従い、次期受託者に対する研修等に協力するとともに、速やかに業務の引継ぎ

を行うこと。 

６ 本業務の履行確認の一環として、事業所又は車両保管場所等への立入調査及び帳簿書類又はその他の物件

の検査等を委託者が行う場合があるので、受託者は、これに協力しなければならない。 

７ 受託者は、本業務における委託者からの貸与物品について、次のとおり取り扱うこと。 

 （１）貸与物品の引き渡しを受けた際に委託者より求められた場合は、委託者と借用書を取り交わしたうえで

適正に管理し、委託業務完了時には速やかに返却すること。また、借用書の様式について委託者から指

示があった場合は、その指示に従うこと。 

 （２）貸与物品を転貸又は委託業務以外の用途に供してはならない。 

（３）貸与物品を紛失・き損した場合は、速やかに委託者に連絡し、書面にて報告すること。この場合におい

て、受託者はその損害額を弁償しなければならない。なお、紛失した貸与物品が発見された場合は、速

やかに返却すること。その際、既に支払われている損害額は返還しないものとする。 

８ 前述第１から第 22までに定めるものの他、業務の実施に関する事柄については、受託者と委託者が協議の

うえで決定することとする。 

 

 



 

 

粗大ごみ収集運搬業務委託（南西部地区） 特記仕様書 

 

 

１ 履行場所 

  港南区、戸塚区、泉区 

 

 

２ 必要な車両の種類 

 各収集区分で使用する車両は、下表のとおりとするが、一般仕様書で別に定めのある場合はそれに従

うこと。また、予備車についても下表で定める収集運搬車両を１台以上用意し、故障や点検等により本業

務に必要な正規車両に不足が生じた場合は、最優先して本業務で使用すること。 

収集区分 使用車両 

可燃物※１ 破砕機付機械車、軽四輪トラック※２ 

資源物、不燃物、 

フロン使用粗大ごみ、 

大型木材、リユース品 

平ボディ車又はそれに準じた車両、軽四輪トラック 

※１ 可燃物の収集運搬については、他の品目との混載収集は厳禁とし、収集現場にて可燃物として受

け付けた粗大ごみで、現場で確認した際に可燃物よりも金属類が多く含まれていた場合等、実際の

収集区分が申込時の情報と異なる場合は、実際の収集区分として当日中に収集し適正に処理を行う

こと。 

※２ 可燃物を軽四輪トラックで収集し、工場に搬入する場合、工場破砕機を使用すること。 

 

 

３ 南西部地区における１日あたりの基本収集個数及び稼動予定台数の目安 

  下表に示す個数はあくまで基本収集個数であり、一般仕様書の第８.２.(１)に定める申込から収集

までの日数を踏まえ、１日あたりの収集個数を増やすこととする。 

  また、１日あたりの基本収集個数及び稼動予定台数の目安は下表のとおりとするが、増量期につい

ては、稼動台数を増加させるなどして対応すること。 

 

【表：南西部地区における１日あたりの基本収集個数及び稼動予定台数の目安】 

基本収集個数 稼動予定台数の目安 

1,440個 
９台 

（破砕機付機械車５台） 

（平ボディ車４台） 

         ※ 狭路等により平ボディ車で収集ができない場合は、 

軽四輪トラックを使用して収集を行うこと。 

 

 また、リユース品は、毎月 35個以上を特記仕様書「４ 搬入施設」で指定する専用ヤードに搬入す

ること。 

ただし、専用ヤードの受け入れ可能個数にすでに達している場合など、委託者の都合により搬入がで

きない場合はこの限りではないが、必ず事前に委託者と調整をすること。 

また、リユース品を提供するイベント等が多く開催される時期には、委託者の指示により、リユース

品搬入目標個数を増加することとする。 

 

 

 

 

 



４ 搬入施設 

（１）収集区分別搬入先 

収集区分 施設名（※２） 

可燃物（※１） 鶴見工場、旭工場、金沢工場、都筑工場の各ピット 

資源物・不燃物 神明台ヤード（※３）、栄ヤード 

フロンガス使用 

粗大ごみ 

神明台リユース品・フロン使用粗大ごみ搬入ヤード、 

栄フロン使用粗大ごみ搬入ヤード 

リユース品 
神明台リユース品・フロン使用粗大ごみ搬入ヤード、 

栄リユース品搬入ヤード 

大型木材 
神明台大型木材粗大ごみ搬入ヤード、 

栄大型木材粗大ごみ搬入ヤード 

※１ 50cm未満に破砕して、ピットに搬入すること。50cm未満に破砕されていない場合は、次の工場破

砕機に搬入すること。 

  ・鶴見工場（鶴見資源化センター）破砕機（8：30～15：30） 

  ・都筑工場破砕機（9：00～16：00） 

ただし、軽四輪トラックで収集したものについては、旭工場破砕機（8：00～16:15）の使用も可とす

る。 

※２ 休日のほか、施設の故障等で搬入を禁止する場合は、搬入先対象地域を変更することとする。 

※３ 神明台ヤードへの資源物の搬入については、委託者が指定する搬入台数を越えないこと。 

 

（２）搬入先情報一覧 

搬入先（※１） 住所 電話番号 搬入時間（※２・３） 備考 

鶴見工場 
鶴見区末広町 

１－15－１ 
521-2191 

ピ
ッ
ト 

8：00～16：15 
破砕機へのダン

プアップ可 

旭工場 
旭区白根 

２－８－１ 
953-4851 

ピ
ッ
ト 

8：00～16：15 
破砕機へのダン

プアップ不可 

都筑工場 
都筑区平台 

27-１ 
941-7911 

ピ

ッ

ト 

7：00～12：00 

13：00～16：00 

破砕機へのダン

プアップ不可 

金沢工場 
金沢区幸浦 

２－７－１ 
784-9711 

ピ

ッ

ト 

7：00～17：30 
破砕機なし 

神明台ヤード 
泉区池ノ谷 

3949－１ 
― 

8：45～12：00 

13：00～16：30 

 

栄ヤード 
栄区上郷町 1570－

１ 
― 

8：45～12：00 

13：00～16：30 

 

神明台リユース品・フロン

使用粗大ごみ搬入ヤード 

泉区池ノ谷 

3949－１ 
― 

9：00～12：00 

13：00～16：00 

 

栄リユース品搬入ヤード 
栄区上郷町 1570－

１ 
― 

9：00～12：00 

13：00～16：00 

 

栄フロン使用粗大ごみ搬入

ヤード 

栄区上郷町 1570－

１ 
― 

9：00～12：00 

13：00～16：00 

 

神明台大型木材粗大ごみ搬

入ヤード 

泉区池ノ谷 

3949－１ 
― 

9：00～12：00 

13：00～16：30 

 

栄大型木材粗大ごみ搬入ヤ

ード 

栄区上郷町 

1570―１ 
― 

9：00～12：00 

13：00～16：30 

 

※１ 日曜日及び年末年始については、休日のため搬入不可とする。 

※２ 鶴見資源化センター、旭工場及び都筑工場の破砕機を使用する場合は、特記仕様書「４ 搬入施設（１）」

に記載されている搬入時間内に搬入を完了すること。 

※３ 施設の故障等で搬入を禁止する場合は、搬入時間を変更することとする。 

 



５ 収集曜日及び収集地区 

具体的な収集曜日及び収集地区については、次の「南西部地区における粗大ごみ収集曜日及び収集地区

一覧表」及び「令和７年度粗大ごみ収集運搬業務委託収集エリア地図（南西部地区）」のとおりとする

が、申込み状況等に応じて随時変更する。 

  なお、収集曜日及び収集地区の変更に伴う契約金額の変更は行わないこととする。 

【南西部地区における粗大ごみ収集曜日及び収集地区一覧表】 

（１）月曜日及び木曜日

ア 港南区

大久保一丁目、大久保二丁目、大久保三丁目、上大岡西一丁目、上大岡西二丁目、上大岡西三丁目、

上大岡東一丁目、上大岡東二丁目、上大岡東三丁目、上永谷一丁目、上永谷二丁目、上永谷三丁目、

上永谷四丁目、上永谷五丁目、上永谷六丁目、上永谷町、港南一丁目、港南二丁目、港南三丁目、

港南四丁目、港南五丁目、港南六丁目、港南台一丁目、港南台二丁目、港南台三丁目、港南台四丁目、 

港南台五丁目、港南台六丁目、港南台七丁目、港南台八丁目、港南台九丁目、港南中央通、最戸一丁目、

最戸二丁目、笹下一丁目、笹下二丁目、笹下三丁目、笹下四丁目、笹下五丁目、笹下六丁目、

笹下七丁目、下永谷一丁目、下永谷二丁目、下永谷三丁目、下永谷四丁目、下永谷五丁目、

下永谷六丁目、芹が谷一丁目、芹が谷二丁目、芹が谷三丁目、芹が谷四丁目、芹が谷五丁目、野庭町、 

東芹が谷、東永谷一丁目、東永谷二丁目、東永谷三丁目、日限山一丁目、日限山二丁目、日限山三丁目、

日限山四丁目、日野一丁目、日野二丁目、日野三丁目、日野四丁目、日野五丁目、日野六丁目、

日野七丁目、日野八丁目、日野九丁目、日野中央一丁目、日野中央二丁目、日野中央三丁目、

日野南一丁目、日野南二丁目、日野南三丁目、日野南四丁目、日野南五丁目、日野南六丁目、

日野南七丁目、丸山台一丁目、丸山台二丁目、丸山台三丁目、丸山台四丁目、

イ 戸塚区

（収集地区なし）

ウ 泉区

（収集地区なし）

（２）火曜日及び金曜日

ア 港南区

（収集地区なし）

イ 戸塚区

影取町、上矢部町、小雀町、鳥が丘、原宿二丁目、原宿三丁目、原宿四丁目、原宿五丁目、

東俣野町、深谷町、俣野町、矢部町

ウ 泉区

池の谷、和泉が丘一丁目、和泉が丘二丁目、和泉が丘三丁目、和泉中央北一丁目、和泉中央北二丁目、 

和泉中央北三丁目、和泉中央北四丁目、和泉中央北五丁目、和泉中央北六丁目、和泉中央南一丁目、

和泉中央南二丁目、和泉中央南三丁目、和泉中央南四丁目、和泉中央南五丁目、和泉町、岡津町、桂坂、

上飯田町、下飯田町、下和泉一丁目、下和泉二丁目、下和泉三丁目、下和泉四丁目、下和泉五丁目、

白百合一丁目、白百合二丁目、白百合三丁目、新橋町、中田北一丁目、中田北二丁目、中田北三丁目、 

中田町、中田西一丁目、中田西二丁目、中田西三丁目、中田西四丁目、中田東一丁目、中田東二丁目、 

中田東三丁目、中田東四丁目、中田南一丁目、中田南二丁目、中田南三丁目、中田南四丁目、

中田南五丁目、西が岡一丁目、西が岡二丁目、西が岡三丁目、弥生台、ゆめが丘、領家一丁目、

領家二丁目、領家三丁目、領家四丁目、緑園一丁目、緑園二丁目、緑園三丁目、緑園四丁目、

緑園五丁目、緑園六丁目、緑園七丁目

（３）水曜日及び土曜日

ア 港南区

（収集地区なし）

イ 戸塚区

秋葉町、柏尾町、上柏尾町、上倉田町、上品濃、川上町、汲沢一丁目、汲沢二丁目、汲沢三丁目、 

汲沢四丁目、汲沢五丁目、汲沢六丁目、汲沢七丁目、汲沢八丁目、汲沢町、品濃町、下倉田町、

戸塚町、名瀬町、原宿一丁目、平戸一丁目、平戸二丁目、平戸三丁目、平戸四丁目、平戸五丁目、 

平戸町、舞岡町、前田町、南舞岡一丁目、南舞岡二丁目、南舞岡三丁目、南舞岡四丁目、吉田町

ウ 泉区

（収集地区なし）
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別添１ 

用語の定義 

用語 説明 

粗大ごみ 

家庭から排出される粗大ごみのうち、金属製のもので一番長い一辺が 30
㎝以上のもの、及び金属製以外で一番長い一辺が 50 ㎝以上のものをい

い、原則、重さや長さの制限はないものとする。ただし、「横浜市一般廃

棄物処理実施計画」に規定する「横浜市が収集しないごみ」の「排出禁

止物」に該当するものは除く。 
【粗大ごみの収集場所について】 
粗大ごみを収集する場所は、原則自宅前での戸別収集とするが、受付時

に確定する。 

業務課 横浜市資源循環局業務課のこと。 

収集運搬作業員 業務従事者のうち、運転手及び作業助手のこと。 

収集運搬車両 本業務に使用する車両のこと。予備車両も含む。 

搬入 
搬入施設へ運搬した可燃物及び資源物を計量し、指定された場所へ排出

すること。 

事故等 
交通事故（私有地内で発生した場合も含む）、作業事故、労働災害などの

事故のこと。 

計量カード 
搬入施設に設置されている計量器を使用するために必要なカードのこ

と。 

取り残し 

収集する場所に次のような粗大ごみが排出されており、状況を確認・対

応のうえで、粗大ごみを収集せずに置いていく場合のこと。 
＜不適正な排出の例＞ 
① 特記仕様書で定める収集品目以外が混入し、リサイクルにあたって

処理に著しく支障をきたすもの 
② 分別されているが、曜日を間違えているもの 

取り忘れ 
市民が、収集曜日の朝８時までに集積場所へ資源物を適正に排出したに

もかかわらず、これを収集していないこと（事実関係が速やかに確認で

きない場合も含む）。 
 





事故等発生時における対応について

事故等発生

連絡・報告

全件、直ちに現場
責任者に連絡

交通事故全て
（私有地内含む）

又は、交通事故以
外で被害が甚大
な場合や相手方を
負傷・死亡させた
場合

⇒直ちに警察に連
絡

人身事故時

⇒直ちに消防機関
に連絡

収集運搬
作業員

現場責任者
（不在の場合は副責任者等）

業務課

報告

直ちに業務課に電話等で報告
報告確認

現場対応・状況把握

現場へ急行し、
関係者へ誠意をもって対応する

（相手方、救急搬送時）
医療機関に急行し、
容態等について情報収集を行う

待機

連絡体制の維持

事故等の状況について、知り得る情報を逐一把握し、新しい情
報が入り次第、
業務課に情報提供できるよう連絡体制を維持する

（指示があった場合）

責任者等や関連する収集運搬作業員は待機し、連絡体制を維
持する

※ 事故等発生時は、被害の規模及び過失に関わらず以下に基づき、適正かつ迅速に対応すること。

☆ 業務課にて把握したい内容

・発生日時、場所、発生からの経緯（時系列）、発生原因等及び人身、物損の別

・相手方の名前（又は法人名）、性別、年齢、住所、電話番号、車種、車両番号、
怪我の状況、車両又は構造物等の破損状況等、病院での診断結果、搬送先の医療機関名、
相手方（家族を含む）との話等 （その際、相手方に対して左記の情報を本市に報告する旨を伝える）

・当方の収集運搬作業員の名前、年齢、経験年数、車両番号、怪我の状況、
車両又は構造物の破損状況等、病院での診断結果等

・当日及び翌日以降への本業務の影響等

・現場写真及びその他、業務課が必要と判断し、指示した事項

相手方への対応

相手方への謝罪、修理、費用弁済
等、適切な措置を行う

（指示があった場合）

怪我の回復状況や相手方との交
渉結果等について報告

報告書等の提出（業務課に送付）

事故概要について、当日中に「事故速報（別紙３）」をＥメール
又はＦＡＸにて提出 （発生時刻が16時以降…翌稼働日提出）

対応結果等をまとめた「事故処理報告書（別紙４）」を３稼働日
以内に提出

（対応に日数を要する場合には、その理由と提出見込み時期
及び対応状況を業務課に連絡）

その後の対応

（発生後、直ちに）発生原因の分析、再発防止策の検討及び研修の実施

ドライブレコーダーの録画記録の保存後、速やかに録画記録を提出

（指示があった場合）報告書等の早期提出、その他報告又は書類の提出等

確認

別添２
変更の可能性あり





個人情報取扱特記事項

（令和５年４月） 

（個人情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１条 横浜市（以下「委託者」という。）がこの特記事項が付帯する契約（以下「この契

約」という。）において個人情報を取り扱わせる者（以下「受託者」という。）は、個人情

報の重要性を認識し、この契約による事務（以下「本件事務」という。）を処理するに当

たっては、個人情報の保護に関する法律、横浜市個人情報の保護に関する条例その他の関

係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱

わなければならない。 

（適正な管理） 

第２条 受託者は、本件事務に係る個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざん等（以下「漏

えい等」という。）の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

２ 受託者は、個人情報の取扱いに関する規程類を整備するとともに、本件事務に係る個人

情報の管理責任者を選任しなければならない。 

３ 受託者は、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所（以下「作業場所」という。）を

定めるとともに、作業場所に係る入退室の規制、防災・防犯対策その他の安全対策を講じ

なければならない。 

４ 受託者は、本件事務に係る個人情報の取扱いに着手する前に前３項に定める管理責任体

制、安全対策その他の安全管理措置について、安全管理措置報告書（第１号様式）により

委託者に報告しなければならない。 

５ 受託者は、前項の規定により報告した事項に関し、委託者が理由を示して異議を申し出

た場合には、当該異議に関する事項を変更しなければならない。この場合において、当該

変更に経費を要するときは、その費用負担は委託者と受託者とが協議して決定する。 

（従事者の監督） 

第３条 受託者は、本件事務の処理に従事している者が本件事務に関して知り得た個人情報

をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わな

ければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（収集の制限） 

第４条 受託者は、本件事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により

個人情報を収集しなければならない。 

 （禁止事項） 

第５条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、本件事務に係る

個人情報に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 本件事務を処理する目的以外での利用

(2) 複写又は複製（作業場所内において効率的に作業を進めるためにやむを得ないものを

別添３ 



除く。） 

(3) 作業場所の外への持ち出し

 （再委託の禁止等） 

第６条 受託者は、本件事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に

取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこ

の限りでない。 

２ 受託者は、前項ただし書の承諾を得て、本件事務に係る個人情報を第三者に取り扱わせ

る場合には、個人情報の保護に関し、本特記事項と同等の内容及び委託者が指示する事項

について、当該第三者（会社法（平成 17年法律第 86号）第２条第１項第３号の子会社を

含む。以下「再受託者」という。）との間で約定しなければならない。２以上の段階にわ

たる委託（以下「再々委託等」という。）を行う場合も、この例によるべきことを再受託

者又はこれに類する者に求めなければならない。 

３ 再受託者が本件事務に係る個人情報を第三者に取り扱わせる場合にあっては、受託者は、

当該第三者（会社法第２条第１項第３号の子会社を含む。以下「再々受託者」という。）

における個人情報の取扱いに係る管理体制をあらかじめ確認し、当該確認内容を委託者に

報告し、委託者の書面による承諾を受けた上でなければ、第１項ただし書の承諾に相当す

る承諾をしてはならない。再々委託等を行う場合も、同様とする。 

４ 業務内容が定型的であり、かつ、個人情報の漏えい等の危険性が低いものとして委託者

が別に定める業務の委託（再委託及び再々委託等（以下「再委託等」と総称する。）を含

む。）については、委託者が別に定める事項をあらかじめ委託者に報告した場合には、第

１項ただし書の承諾及び前項に規定する受託者による承諾を要しない。 

５ 第２条第５項の規定は、前項に規定する報告について準用する。 

 （個人情報が記録された資料等の返還等） 

第７条 受託者は、本件事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、

複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、業務の遂行上使用しないこと

となったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、委託者の指示に従

い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法によ

り処理するものとする。 

（報告及び検査） 

第８条 委託者は、個人情報を保護するために必要な限度において、委託契約期間中、受託

者に対し、個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について報告を求めることができ

る。 

２ 委託者は、個人情報を保護するために必要な限度において、委託契約期間中少なくとも

１年に一度、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、原則として作業場所に

おいて検査するものとする。 

３ 前２項の場合において、報告、資料の提出又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担

とする。ただし、委託者の事情により過分の費用を要した分については、委託者が負担す

る。 



 （事故発生時等における報告） 

第９条 受託者は、個人情報の漏えい等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知っ

たときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、

又は解除された後においても同様とする。 

（研修実施報告書の提出） 

第 10 条 受託者は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項、

個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び個人情報の漏えい等が生じた際

に負う民事上の責任についての研修を実施し、研修実施報告書（第２号様式）を委託者に

提出しなければならない。 

２ 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託する場合には、再受託者に対し、

前項の研修を実施させ、同項の研修実施報告書を受託者に提出させなければならない。 

３ 前項の場合において、受託者は、再受託者から提出された研修実施報告書を委託者に提

出しなければならない。 

 （契約の解除及び損害の賠償） 

第 11 条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受託者に対

して損害賠償の請求をすることができる。 

(1) 本件事務を処理するために受託者が取り扱う個人情報について、受託者の責に帰すべ

き理由による個人情報の漏えい等があったとき。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、本件事務の目的を達成することが

できないと認められるとき。 

２ 前項第１号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏

えい等が、受託者が再委託等をし当該再委託等先において発生した場合であっても、当該

受託者が負うものとする。 





（第１号様式） 

安全管理措置報告書 

調 査 項 目 内 容 

１ 業者名 

□横浜市競争入札有資格者 □その他（  ） 

□横浜市出資法人（条例第 条）

２ 業務の作業担当部署名 

３ 業務の現場責任者役職名 

４ 業務の個人情報取扱者の

人数 

５ 個人情報保護関連資格等 □Ｐマーク □ＩＳＭＳ

□その他の資格（ ） 

□個人情報関係の損害保険に加入

６ 個人情報保護に関する社

内規程等 

□個人情報の使用、保存、廃棄等に関する管理規程

□個人情報漏えい･紛失･滅失･盗難等事故時の対応規程・マニュアル等

□個人情報保護について従業員との雇用契約や誓約書等に明記

□その他の規程（   ） 

□規程なし

７ 個人情報保護に関する研

修・教育 

□個人情報保護に関する研修・教育を実施（年  回／従業員１人につき） 

□その他（   ） 

８ 個人情報保護に関する点

検・検査・監査の方法等 

９ 漏えい等の事案の対応規程・マニュアル等の内容 

(1) 対応規程・マニュアル

等がある場合

名 称 

内 容 

(2) 対応規程・マニュアル

等がない場合

（漏えい等の事案が発生した場合にどのような対応を取るのかについ

て、なるべく具体的に記載してください。） 



10 個人情報を取り扱う作業場所の管理体制 

※ 作業を実施機関の施設内部のみで行い、かつ、受託者が、実施機関所有のＰＣ、タブレット等の電

子計算機のみを使用する場合には記入不要です。作業を実施機関の施設内部のみで行い、かつ、受

託者所有の電子計算機を使用する場合には、(2)電磁媒体の項目、(4)及び(5)を記入してください。 

(1) 作業施設の入退室管

理

作業期間中の入室可能人数 

□上記４の作業者のみ

□作業者以外の入室可（□上記外  名 □その他） 

入退室者名及び時刻の記録 

□なし （施錠のみ、身分証提示のみ等）

□あり □用紙記入

□ＩＣカード等によりＩＤ等をシステムに記録

□カメラや生体認証等により特定個人の入退室時刻を記録

□その他（   ） 

□その他（  ） 

(2) 個人情報の保管場所 紙媒体 □鍵付き書庫 □耐火金庫 □専用の保管室

□その他（ ） 

電磁媒体 □鍵付き書庫 □耐火金庫 □専用の保管室

□その他（ ） 

(3) 作業施設の防災体制 □常時監視 □巡回監視 □耐火構造 □免震・制震構造

□その他（ ） 

(4) 個人情報の運搬方法 紙媒体 

電磁媒体 

(5) 個人情報の廃棄方法 紙媒体 

電磁媒体 

(6) 施設外で作業を行う

場合の個人情報保護対

策（行う場合のみ記入） 



11 電算処理における個人情報保護対策 

※紙媒体しか取り扱わない業務を行う場合は記入不要です。

※実施機関所有のＰＣ、タブレット等の電子計算機のみを使用する場合には記入不要です。

(1) 作業を行う機器 □限定している（ノート型  台、デスクトップ型  台） 

□限定していない

(2) 外部との接続 □作業機器は外部との接続をしていない

□作業機器は外部と接続している

接続方法：□イン ターネット □専用回 線 □その他

（  ） 

通信の暗号化：□している □していない 

(3) アクセス制限 □ＩＤ・パスワード付与によりアクセス制限をしている

ＩＤの設定方法（  ） 
パスワードの付け方（ ） 

□ＩＤ・パスワード付与によりアクセス制限をしていない

(4) 不正アクセスを検知

するシステムの有無

□あり（検知システムの概要： ） 

□なし

(5) マルウェアを検知す

るシステムの有無

□あり（検知システムの概要：  ） 

□なし

(6) ソフトウェアの更新 □常に最新のものに自動アップデートするものとなっている

□上記以外（ ） 

(7) アクセスログ □アクセスログをとっている（   年保存） 

□アクセスログをとっていない

(8) 停電時のデータ消去

防止対策

□無停電電源装置 □電源の二重化

□その他（ ） 

□なし

(9) その他の対策

12 外国における個人情報の

取扱いの有無 

※ 実施機関所有のＰＣ、タ

ブレット等の電子計算機

のみを使用する場合には

記入不要です。

□あり

□外国のサーバ上に個人情報が保存されているが、外国のサーバ上で

の個人情報の取扱いはない

□外国のサーバ上に個人情報が保存されており、外国のサーバ上で個

人情報を取り扱っている

□なし

※「あり」の場合は、以下も記入してください。

(1) 個人情報の取扱いが

ある外国の名称

(2) 当該外国における個

人情報の制度・保護措置

等





（第２号様式）

（Ａ４）

年 月 日 

（提出先） 

（提出者） 

団体名 

責任者職氏名 

研修実施報告書・誓約書 

個人情報の保護に関する法律第66条第２項の規定により準

用される同条第１項に定める措置の一環として、横浜市の個

人情報を取り扱う事務に従事する者に対し、個人情報を取り

扱う場合に遵守すべき事項並びに個人情報の保護に関する法

令等に基づく罰則の内容及び漏えい等の事故が発生した場合

の民事上の責任についての研修を実施しましたので、別紙

（全 　枚）のとおり報告いたします。 

個人情報の保護に関する法令等及び個人情報取扱特記事項

を遵守し、並びに従事者にも遵守させ、個人情報を適切に取り

扱うことを誓約いたします。 





（別紙） 

研修実施明細書 

 本件業務の委託に当たり、受託者として従事者に実施した個人情報保護に係る研修の明細は、

次のとおりです。 

研修受講日 所 属 担 当 業 務 氏 名 

（Ａ４） 





別添４
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